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1．制定/改正の別

2．産業標準案の番号及び名称

規格番号 JIS Z2241

規格名称

3．主務大臣

4．制定・改正の内容等に関する事項

（1）制定改正の必要性及び期待効果

（2）制定の場合は規定する項目を、改正の場合は改正点

（3）制定・改正の主旨
①利点がある場合にその項目（コード等一覧参照）

②欠点があるとする項目に該当しないことを確認（コード等一覧参照）

③国が主体的に取り組む分野に該当しているか、又は市場適合性を有しているか。

④国が主体的に取り組む分野に該当する場合の内容

⑤市場適合性を有している場合の内容

⑥市場適合性を明らかにする根拠、理由等（定量的なデータ等）

改正

金属材料引張試験方法

経済産業大臣

【必要性】

ひずみ速度制御方法（ISO規格で規定化済）が、国内でも普及してきたことから、要求事項として追加する必要があ

る。加えて、ISO規格との整合性を向上すること、JIS Z 8301の様式に従うことなどの必要がある。

【期待効果】

ISO規格との整合性を向上することによって、国内外での試験の信頼性の向上が期待され、円滑な取引を促進するこ

と、規格利用者の利便性の向上などが期待できる。

幅広い関係者が活用する統一的な方法を定める規格

確認

主な改正点は、以下のとおり。

a)弾性域の試験速度のうちのひずみ速度制御について，附属書（規定）としする。b)附属書A（参考）（コンピュー

タ制御による引張試験機に関する推奨事項）をISO規格の規定に国内事情を取り入れて追加する。c)附属書F（参考）

（試験機の剛性を考慮したクロスヘッド変位速度の見積もり）に，ISO規格の改訂内容を追加する。d)附属書K（不確

かさの見積もり）を（参考）として追加する。

ア、イ

国が主体的に取り組む分野
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技術が未成熟等の理由で、ＪＩＳとすることが新たな技術開発を著しく阻害する恐れがある。

強制法規技術基準・公共調達基準との関係について、適切な考慮が行われていない。

工業標準化法の趣旨に反すると認められるとき。

技術の普及発達又は国際産業競争力強化に寄与する。

消費者保護、環境保全、安全確保、高齢者福祉その他社会的ニーズの充足に寄与する。

国際貿易の円滑化又は国際協力の促進に寄与する。

中小企業の振興に寄与する。

基準認証分野等における規制緩和の推進に寄与する。

その他、部会又は専門委員会が認める工業標準化の利点

消費者保護の観点から必要な分野

効率的な産業活動又は研究開発活動の基盤形成に特に寄与する。

コード等一覧

品質の改善若しくは明確化、生産性の向上又は産業の合理化に寄与する。

取引の単純公正化又は使用若しくは消費の合理化に寄与する。

相互理解の促進、互換性の確保に寄与する。

国際標準をJIS化するなどの場合

関連する生産統計等によって、市場におけるニーズが確認できる場合、又は将来において新たな市場獲得が予想される場合

民間における第三者認証制度に活用されることが明らかな場合

各グループ [生産者等及び使用・消費者又はグループを特定しにくいJIS（単位、用語、製図、基本的試験方法等）にあっては中立者] の利便
性の向上が図られる場合

著しく用途が限定されるもの又は著しく限られた関係者間で生産若しくは取引されるものに係るものである。

技術の陳腐化、代替技術の開発、需要構造の変化等によってその利用が縮小しているか、又はその縮小が見込まれる。

原案中に特許権等を含む場合であって、特許権者等による非差別的かつ合理的条件での実施許諾を得ることが明らかに困難である。

原案が海外規格（ＩＳＯ及びＩＥＣが制定した国際規格を除く）その他他者の著作物を基礎とした場合、著作権に関する著作権者との調整が行
われていない。

国の関与する標準化戦略等に基づき国際規格提案を目的としている規格

強制法規技術基準、公共調達基準等に引用される規格

標準化すべき内容及び目的に照らし、必要十分な規定内容を含んでいない。また、含んでいる場合であっても、その規定内容が現在の知見
からみて妥当な水準となっていない。

当該案の内容及び既存のＪＩＳとの間で著しい重複又は矛盾がある。

対応する国際規格が存在する場合又はその仕上がりが目前である場合であって、当該国際規格等との整合化について、適切な考慮が行わ
れていない。

対応する国際規格が存在しない場合、当該ＪＩＳの制定又は改正の輸入への悪影響について、適切な考慮が行われていない。

基礎的・基盤的な分野
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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 16 条において準用する同法第 14 条第 1 項の規定に基づき，認定産業標準

作成機関である一般社団法人日本鉄鋼連盟（JISF）から，産業標準の案を添えて日本産業規格を改正すべ

きとの申出があり，経済産業大臣が改正した日本産業規格である。これによって，JIS Z 2241:2011 は改

正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実用新案権に関わる確認に

ついて，責任はもたない。 
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 Z 2241：9999 

 

 

金属材料引張試験方法 

Metallic materials－Tensile testing－Method of test at room temperature 

 

序文 

この規格は，2019 年に第 3 版として発行された ISO 6892-1 を基とし，技術的内容を変更して作成した

日本産業規格である。 

なお，附属書 JA［ひずみ速度に基づいた試験方法（試験方法 2）］は，ISO 6892-1 の 10.3.2［Testing rate 

based on strain rate (method A)］を基とし，技術的内容を変更して規定した附属書で，対応国際規格にはない

事項である。また，この規格で，附属書 JB 及び附属書 JC は，対応国際規格にはない事項である。 

なお，この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は，対応国際規格を変更している事項である。

技術的差異の一覧表にその説明を付けて，附属書 JD に示す。 

1 適用範囲 

この規格は，金属材料の引張試験方法及び，室温（10 ℃～35 ℃）で測定可能な金属材料の機械的性質に

ついて規定する。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 

ISO 6892-1:2019，Metallic materials－Tensile testing－Part 1: Method of test at room temperature（MOD） 

なお，対応の程度を表す記号“MOD”は，ISO/IEC Guide 21-1 に基づき，“修正している”こと

を示す。 

警告 この規格に基づいて試験を行う者は，通常の試験室での作業に精通していることを前提とする。

この規格は，その使用に関連して起こる全ての安全上の問題を取り扱おうとするものではない。

この規格の利用者は，各自の責任において安全及び健康に対する措置をとらなければならない。 

2 引用規格 

次に掲げる引用規格は，この規格に引用されることによって，その一部又は全部がこの規格の要求事項

を構成している。これらの引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS B 7721 引張試験機・圧縮試験機－力計測系の校正方法及び検証方法 

注記 対応国際規格における引用規格：ISO 7500-1，Metallic materials -- Calibration and verification of 

static uniaxial testing machines -- Part 1: Tension/compression testing machines -- Calibration and 

verification of the force-measuring system 

JIS B 7741 一軸試験に使用する伸び計システムの校正方法 

注記 対応国際規格における引用規格：ISO 9513，Metallic materials -- Calibration of extensometer 
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systems used in uniaxial testing 

JIS G 0202 鉄鋼用語（試験） 

JIS Z 8401 数値の丸め方 

3 用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は，次によるほか，JIS G 0202 による。 

3.1 

標点距離（gauge length） 

試験片の平行部で伸びを測定する部分の長さ 

3.1.1 

原標点距離（original gauge length），Lo 

試験前に室温で測定する試験片にしる（印）された標点間の距離 

3.1.2 

最終標点距離（final gauge length after rupture，final gauge length after fracture），Lu 

破断後に室温で測定する試験片にしるされた標点間の距離 

注釈 1 試験片の平行部で伸びを測定する部分の長さを測定するときには，破断した二つの試験片を試

験片の軸が直線状になるように注意深く突き合わせる。 

3.2 

平行部長さ（parallel length），Lc 

試験片の断面が減少した平行な部分の長さ 

注釈 1 機械加工をしていない試験片に対しては，平行部長さは，つかみ間の距離となる。 

3.3 

伸び（elongation） 

試験中の任意の時点における原標点距離 Lo（3.1.1）の増分 

3.4 

伸び（%）（percentage elongation） 

原標点距離 Lo（3.1.1）の増分で，原標点距離に対する百分率で表した値 

3.4.1 

永久伸び（%）（percentage permanent elongation） 

規定応力を除去した後の原標点距離 Lo（3.1.1）の増分で，原標点距離に対する百分率で表した値 

3.4.2 

破断伸び（%）（percentage elongation after fracture），A 

破断（3.11）後の永久伸びによる原標点距離 Lo（3.1.1）の増分（Lu－Lo）で，原標点距離に対する百分率

で表した値 

注釈 1 追加情報は，8.1 参照。 

注釈 2 紛らわしくないときには，単に伸びということがある（JIS G 0202 の 1172 を参照）。 

3.5 
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伸び計標点距離（extensometer gauge length），Le 

伸び計伸び（3.6）の測定を行うために用いられる試験前の伸び計の標点距離 

注釈 1 伸びに基づいた物性値，例えば，Rp（3.10.3），Ae（3.6.3），Ag（3.6.5）の決定のためには，伸び

計を使用しなければならない。 

注釈 2 追加情報は，8.3 参照。 

3.6 

伸び計伸び（extension） 

試験中の任意の時点における伸び計標点距離 Le（3.5）の増分 

3.6.1 

伸び計伸び（%）（percentage extension），e 

伸び計標点距離 Le（3.5）の増分で，伸び計標点距離に対する百分率で表した値 

注釈 1 通常，e は，公称ひずみ（engineering strain）と呼ばれている。 

3.6.2 

伸び計永久伸び（%）（percentage permanent extension） 

規定応力を除去した後の伸び計標点距離 Le（3.5）の増分で，伸び計標点距離に対する百分率で表した

値 

3.6.3 

降伏伸び（%）（percentage yield point extension），Ae 

不連続な降伏を示す材料において，降伏の開始から均一な加工硬化が始まるまでの間の伸び計伸びで，

伸び計標点距離 Le（3.5）に対する百分率で表した値（図 7 参照） 

3.6.4 

最大試験力時全伸び（%）（percentage total extension at maximum force），Agt 

最大試験力（3.9）時の全伸び（伸び計の弾性伸びと塑性伸びとを合わせた値）で，伸び計標点距離 Le（3.5）

に対する百分率で表した値（図 1 参照） 

3.6.5 

最大試験力時塑性伸び（%）（percentage plastic extension at maximum force），Ag 

最大試験力（3.9）時の塑性伸びで，伸び計標点距離 Le（3.5）に対する百分率で表した値（図 1 参照） 

3.6.6 

破断時全伸び（%）（percentage total extension at fracture），At 

破断（3.11）時の全伸び（伸び計の弾性伸びと塑性伸びとを合わせた値）で，伸び計標点距離 Le

（3.5）に対する百分率で表した値（図 1 参照） 
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 記号説明 

e  ：伸び計伸び（%） 

R  ：応力 

A ：破断伸び（%）［伸び計による計測又は，試験片から直接測定される（20.1 参照）。］ 

Ag ：最大試験力時塑性伸び（%） 

Agt ：最大試験力時全伸び（%） 

At ：破断時全伸び（%） 

mE ：応力－伸び計伸び曲線の弾性域の傾き 

Rm ：引張強さ 

Δe ：平たん部の範囲（測定について，Agは，箇条 17，Agtは，箇条 18 参照） 

 
図 1－伸びの定義 

3.7 

試験速度（testing rate） 

試験時に適用する速度 

3.7.1 

ひずみ速度（strain rate），�̇�𝑳e
 

伸び計標点距離 Le（3.5）を用いて測定する単位時間当たりのひずみの増分 

3.7.2 

平行部の推定ひずみ速度（estimated strain rate over the parallel length），�̇�𝑳c
 

クロスヘッド変位速度 vc（3.7.3）と試験片の平行部長さとを基に求めた単位時間当たりの試験片の平行

部長さ Lc（3.2）のひずみの増分 

注釈 1 式(JA.1)参照。 

3.7.3 

クロスヘッド変位速度（crosshead separation rate），νc 

時間当たりのクロスヘッドの変位 
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3.7.4 

応力増加速度（stress rate），�̇� 

時間当たりの応力の増分 

注釈 1 応力増加速度は，試験方法 1（10.3.2）の弾性域にだけ適用することが望ましい（10.3.2 参照）。 

3.8 

絞り（percentage reduction of area），Z 

試験中に発生した断面積の最大変化量（So－Su）で，原断面積 Soに対して百分率で表した値 

注釈 1 式(9)参照。 

3.9 

最大試験力（maximum force） 

試験中に試験片が耐えた最大の試験力［図 8 参照］ 

注釈 1 不連続な降伏を示さない材料の場合は，3.9.1 を，不連続な降伏を示す材料の場合は，3.9.2 をそ

れぞれ参照。 

3.9.1 

最大試験力（不連続な降伏を示さない材料の場合）（maximum force），Fm 

不連続な降伏を示さない材料の場合で，試験中に試験片が耐えた最大の試験力［図 8 a)参照］ 

3.9.2 

最大試験力（不連続な降伏を示す材料の場合）（maximum force），Fm 

不連続な降伏を示す材料の場合で，加工硬化が始まった以降の試験片が耐えた最大の試験力［図 8 b)参

照］ 

注釈 1 不連続な降伏を示し，加工硬化をしない材料について最大試験力を規定する場合は，ここでは

定義しない。［図 8 c) 注*参照］ 

3.10 

応力（stress），R 

試験中の任意の時点での試験力を試験片の原断面積 Soで除した値 

注釈 1 ここでは，全て公称応力（engineering stress）を意味する。 

注釈 2 ここでは，“試験力”及び“応力”，又は“伸び”，“伸び（%）”及び“ひずみ”は，それぞれい

ろいろな場合に用いられるが（図の軸の表示又は他の特性の定義の説明として），ある曲線上の

明確な点を一般的に記述又は定義するときには，“試験力”及び“応力”，又は“伸び”，“伸び

（%）”及び“ひずみ”の表記は，どちらを使用しても変わりない。 

3.10.1 

引張強さ（tensile strength），Rm 

最大試験力 Fm（3.9）に対応する応力（3.10） 

3.10.2 

降伏応力（降伏点）［yield strength（yield point）］ 

金属材料が降伏現象を示すときに，試験力の増加がないにもかかわらず試験中に塑性変形が生じる点に

対応する応力 

3.10.2.1 
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上降伏応力（上降伏点）［upper yield strength（upper yield point）］，ReH 

最初に試験力の減少が観察されるまでの間の応力（3.10）の最大値（図 2 参照） 

3.10.2.2 

下降伏応力（下降伏点）［lower yield strength（lower yield point）］，ReL 

初期の過渡的な影響を無視した，塑性降伏する間の応力（3.10）の最小値（図 2 参照） 

 

  

a) b) 

  

c) d)* 

 記号説明 

e  ：伸び計伸び（%） 

R  ：応力 

ReH ：上降伏応力（上降伏点） 

ReL ：下降伏応力（下降伏点） 

a  ：初期の過渡的な影響 

注＊ 受渡当事者間の協定によって，ReLを ReHとしてもよい。 

 
図 2－上降伏応力（上降伏点）及び下降伏応力（下降伏点） 

3.10.3 

耐力（オフセット法）（proof strength, plastic extension），Rp 

塑性伸びが，伸び計標点距離 Le（3.5）に対する規定の百分率に等しくなったときの応力（図 3 参照） 

注釈 1 ISO/TR 25679:2005[3]の“proof strength, non-proportional extension”を修正。 

注釈 2 使用する記号には，規定値を示す添字を付ける（例えば，Rp0.2）。 

注釈 3 応力－伸び計伸び曲線の直線部が明確に決められない場合は，13.1 に規定した代替手順による

a a 
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ことが望ましい（図 6 参照）。 

 

 

 

 

 記号説明 

e  ：伸び計伸び（%） 

R  ：応力 

ep ：塑性伸び（%） 

Rp ：耐力（オフセット法） 

記号説明 

e  ：伸び計伸び（%） 

R  ：応力 

et ：規定の全伸び（%） 

Rt ：耐力（全伸び法） 

 
図 3－耐力（オフセット法）         図 4－耐力（全伸び法） 

 

3.10.4 

耐力（全伸び法）（proof strength，total extension），Rt 

全伸び（伸び計の弾性伸びと塑性伸びとを合わせた値）が，伸び計標点距離 Le（3.5）に対する規定の百

分率に等しくなったときの応力（図 4 参照） 

注釈 1 使用する記号には，全伸びの規定値を示す添字を付ける（例えば，Rt0.5）。 

3.10.5 

耐力（永久伸び法）（permanent set strength），Rr 

試験力を除去後，規定された永久伸び（%）又は伸び計永久伸び（%）以下の塑性変形を生じる応力 

注釈 1 永久伸び（%）及び伸び計永久伸び（%）は，原標点距離 Lo（3.1.1）及び伸び計標点距離 Le（3.5）

のそれぞれの百分率で示す（図 5 参照）。 

注釈 2 使用する記号には，原標点距離 Lo（3.1.1）又は伸び計標点距離 Le（3.5）の規定された伸びの値

を示す添字を付ける（例えば，Rr0.2）。 
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 記号説明 

e  ：伸び計伸び（%） 

R  ：応力 

er ：規定の永久伸び（%） 

Rr ：耐力（永久伸び法） 

記号説明 

e  ：伸び計伸び（%） 

R  ：応力 

ep ：規定の塑性伸び（%） 

Rp ：耐力（オフセット法） 

 
 図 5－耐力（永久伸び法）           図 6－耐力（オフセット法）代替手順（13.1 参照） 

 

3.11 

破断（fracture，rupture） 

試験片が完全に分離したとみなされる現象。 

注釈 1 図 A.2（試験片破断の定義図）にコンピュータ制御による試験で使用してもよい破断の定義が

示されている。 

3.12 

コンピュータ制御による引張試験機（computer-controlled tensile testing machine） 

試験の制御及び監視，測定，並びにデータ処理をコンピュータで実施する試験機 

3.13 

弾性係数（modulus of elasticity），E 

弾性域の評価範囲で，応力変化 ΔR と伸び計伸び変化 Δe との比に 100 を乗じて%で表した値 

注釈 1 𝐸 =
∆𝑅

∆𝑒
× 100 

通常，GPa で表示され，さらに 1 000(GPa/MPa)で除する。 

4 記号及び内容 

記号と対応する内容とを，表 1 に示す。 
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表 1－記号及び内容 

記号 単位 内容 

試験片 

ao mm 試験前の板状試験片の厚さ，又は管の厚さ 

bo 
mm 試験前の板状試験片の平行部の幅，管から切り取った円弧状試験片の平均幅，又は

平角線（flat wire）の幅 

do mm 試験前の棒状試験片 a)の平行部の直径（又は対辺距離）又は管の内径 

Do mm 試験前の管の外径 

Lo mm 原標点距離 

L'o mm Awn測定時の初期標点距離（附属書 J 参照） 

Lc mm 平行部長さ 

Le mm 伸び計標点距離 

Lt mm 試験片の全長 

Lu mm 破断後の最終標点距離 

L'u mm Awn測定時の破断後の最終標点距離（附属書 J 参照） 

So mm2 平行部の原断面積 

Su mm2 破断後の最小断面積 

k － 比例定数（6.1.1 参照） 

Z % 絞り 

伸び 

A % 破断伸び（%）（3.4.2 参照） 

Awn % ネッキングを伴わない塑性伸び（%）（附属書 J 参照） 

伸び計伸び 

e % 伸び計伸び（%） 

Ae % 降伏伸び（%） 

Ag % 最大試験力（Fm）時塑性伸び（%） 

Agt % 最大試験力（Fm）時全伸び（%） 

At % 破断時全伸び（%） 

ΔLm mm 最大試験力時の伸び 

ΔLf mm 破断時の伸び 

試験速度 

�̇�𝐿𝑒
 s－1 ひずみ速度 

�̇�𝐿𝑐 s－1 平行部の推定ひずみ速度 

R  MPa・s－1 応力増加速度 

vc mm・s－1 クロスヘッド変位速度 

試験力 

Fm N 最大試験力 

降伏応力 － 耐力 － 引張強さ 

ReH MPab) 上降伏応力（上降伏点） 

ReL MPa 下降伏応力（下降伏点） 

Rm MPa 引張強さ 

Rp MPa 耐力（オフセット法） 

Rr MPa 耐力（永久伸び法） 

Rt MPa 耐力（全伸び法） 

弾性係数 － 応力－伸び計伸び（%）曲線の傾き 

E GPac) 弾性係数 

m MPa 試験の任意の時点での応力－伸び計伸び（%）曲線の傾き 

mE MPa 応力－伸び計伸び（%）曲線の弾性域の傾き d) 
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表 1－記号及び内容（続き） 

記号 単位 内容 

注記 百分率の値を使用する場合には，係数 100 が必要である。 

注 a) 機械加工された円柱状の試験片，又は棒，線材及び線から採取し，機械加工されていない試験片。棒，線

材及び線の直径又は対辺距離が小さい場合，線状試験片と呼ばれることがある。 

注 b) 1 MPa＝1 N/mm2 

注 c) 1 GPa=1 000 N/mm2 

注 d) 応力－伸び計伸び曲線（%）の弾性域内で，傾きの値が，弾性係数を示す必然性はない。この値は，最適

な条件［例えば，高い分解能，両側測定（double sided），伸び計の平均化，試験片の完全なアライメント

など］の場合に，弾性係数に近い値になる可能性がある。 

 

 

  

a) 平行線を用いる方法 b) 傾斜線を用いる方法 

 記号説明 

e  ：伸び計伸び（%） 

R  ：応力 

Ae ：降伏伸び（%） 

ReH ：上降伏応力（上降伏点） 

a  ：均一な加工硬化が始まる前の最後の極小試験力を示す点を通る水平線 

b  ：均一な加工硬化が始まる前の降伏範囲の回帰線 

c  ：均一な加工硬化が始まる点を起点とする曲線の変曲点における接線 

 
図 7－降伏伸び（%）Aeの異なる評価方法 

 

 

a 

c 

b 

c 
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 a) ReH＜Rm b) ReH＞Rm 

 

 

c) 応力－伸び計伸び（%）曲線における挙動の特別なケース* 

 記号説明 

e  ：伸び計伸び（%） 

R  ：応力 

ReH ：上降伏応力（上降伏点） 

Rm ：引張強さ 

注* この挙動を示す材料は，この規格では引張強さを規定しない。受渡当事者間で協定することが可能である。 

 
図 8－引張強さ Rmの決定のための異なるタイプの応力－伸び計伸び（%）曲線 
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a) 応力増加速度による試験方法 b) ひずみ速度による試験方法 

 記号説明 

e  ：ひずみ速度 

R ：応力増加速度 

t ：引張試験の時間経過 

1 ：範囲 1： e=（0.000 07±0.000 014）s－1 

2 ：範囲 2： e=（0.000 25±0.000 05）s－1 

3 ：範囲 3： e=（0.002±0.000 4）s－1 

4 ：範囲 4： e=（0.006 7±0.001 33）s－1［（0.4±0.08）min－1］ 

tc ：クロスヘッド変位速度で制御する時間範囲 

tec ：伸び計又はクロスヘッド変位速度で制御する時間範囲 

tel ：表 1 に規定した特性値を測定する弾性挙動の時間範囲 

tf ：表 1 に規定した特性値を測定する時間範囲（通常，破断までの時間） 

tpl ：表 1 に規定した特性値を測定する塑性挙動の時間範囲 

b ：試験機がひずみ速度で制御できない場合の低速側の拡張範囲 

注記 応力増加速度による試験方法の弾性域のひずみ速度は，弾性係数 210 GPa（鋼）を用いて，応力増加速度から

求めた値。 

注* 他に規定のない場合の推奨範囲 

 

図 9－ReH，ReL，Rp，Rt，Rm，Ae，Ag，Agt，A，At及び Zを測定する場合の 

試験中に使用するひずみ速度の説明図 
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 記号説明 

e ：伸び計伸び（%） 

R ：応力 

a ：急激なひずみ速度増加の結果生じた偽値 

b ：ひずみ速度が急激に増加した場合の応力－伸び計伸び挙動 

注記 特性値の定義は，表 1 参照 

 
図 10－応力－伸び計伸び曲線中の許容できない不連続部の説明図 

 

    

a) 試験前 

 

b) 試験後 

 記号説明 

ao ：試験前の板状試験片の厚さ 

bo ：試験前の板状試験片の平行部の幅 

Lc ：平行部長さ 

Lo ：原標点距離 

Lt ：試験片の全長 

Lu ：破断後の最終標点距離 

So ：平行部の原断面積 

1 ：つかみ部 

注記 試験片のつかみ部形状は，参考である。 

 
図 11－板状試験片（附属書 B 及び附属書 D 参照） 
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 記号説明 

Lo：原標点距離 

So：原断面積 

 
図 12－棒状試験片（機械加工なし）（附属書 C 参照） 
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a) 試験前 

 

 

b) 試験後 

 記号説明 

do ：試験前の棒状試験片の平行部の直径 

Lc ：平行部長さ 

Lo ：原標点距離 

Lt ：試験片の全長 

Lu ：破断後の最終標点距離 

So ：平行部の原断面積 

Su ：破断後の最小断面積 

注記 試験片のつかみ部の形状は，参考である。 

 
図 13－棒状試験片（機械加工あり）（附属書 D 参照） 
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a) 試験前 

 

b) 試験後 

 記号説明 

ao ：試験前の管の厚さ 

Do ：試験前の管の外径 

Lo ：原標点距離 

Lt ：試験片の全長 

Lu ：破断後の最終標点距離 

So ：平行部の原断面積 

Su ：破断後の最小断面積 

1 ：つかみ部 

 

図 14－管状試験片（附属書 E 参照） 
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a) 試験前 

 

 

b) 試験後 

 記号説明 

ao ：試験前の管の厚さ 

bo ：管から切り取った円弧状試験片の平均幅 

Lc ：平行部長さ 

Lo ：原標点距離 

Lt ：試験片の全長 

Lu ：破断後の最終標点距離 

So ：平行部の原断面積 

Su ：破断後の最小断面積 

1 ：つかみ部 

注記 試験片のつかみ部の形状は，参考である。 

 

図 15－円弧状試験片（附属書 E 参照） 

5 原理 

箇条 3 で定義する一つ又は複数の機械的性質を測定するために，試験片に引張試験力を加え，通常，破

断に至るまでひずみを与える。 

試験は，特に規定のない限り，10 ℃～35 ℃の範囲の室温で行う。規定以外の温度で実施される試験及び

／又は校正データに対する影響は，試験室が評価することが望ましい。試験及び校正が 10 ℃～35 ℃以外

で実施された場合，温度を記録し，報告しなければならない。試験及び／又は校正中に温度が著しく変化

する場合，計測不確かさが上昇し，許容範囲外の状態が発生する可能性がある。 

厳格に管理された条件下での試験が要求される場合は，(23±5) ℃とする。 
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6 試験片 

6.1 形状及び寸法 

6.1.1 一般 

試験片の形状及び寸法は，試験片を採取する金属材料の形状及び寸法によって制約を受ける場合がある。 

通常，試験片は金属材料から採取した供試材を機械加工，打抜き又は鋳込みによって作製する。断面が

一様な金属材料（形，棒，線，線材など）及び鋳込みままの試験片（すなわち，鋳鉄及び非鉄金属）の場

合は，機械加工をせずに試験を行ってもよい。 

試験片の断面は，円，正方形，長方形，管，又は特別な場合には，その他の形状でもよい。 

試験片の矯正はできる限り避けるのがよく，矯正を必要とする場合には，できる限り材質に影響を及ぼ

さない方法を用いる。 

原標点距離 Lo 及び原断面積 So の間に，𝐿o = 𝑘√𝑆oの関係をもつ試験片は，比例試験片と呼ばれている。

k は，比例定数であり，国際的には，5.65 が用いられる。原標点距離は，15 mm 以上でなければならない。

k の値が 5.65 の場合に，試験片の断面積が小さいため，この要求を満たすことができないときには，より

大きな値（例えば 11.3）又は定形試験片を用いてもよい。 

注記 20 mm 未満の原標点距離を用いる場合，測定の不確かさは増加する。 

定形試験片の場合には，原標点距離 Lo及び原断面積 Soは，独立して決められている。 

試験片の寸法許容差は，附属書 B～附属書 E による（6.2 参照）。 

別に製品規格又は国家規格で規定されている場合は，他の試験片を用いてもよい。 

6.1.2 機械加工された試験片 

機械加工された試験片のつかみ部と平行部とが異なる断面寸法の場合には，つかみ部と平行部との間に

円弧状の肩部をもたなければならない。肩部の半径は，重要な寸法であり，製品規格に規定がない場合に

は，この規格の適切な附属書に従うことが望ましい（6.2 参照）。 

つかみ部は，試験機のつかみ装置に適した形状であればよい。試験片の軸は，試験力を付与する軸に一

致していなければならない。 

平行部長さ Lc，又は肩部のない試験片の場合のつかみの間隔は，常に原標点距離 Loより長くなくてはな

らない。 

平行部に，中央に向かってテーパを付けてもよい。テーパの量は，附属書 B～附属書 E に規定されてい

る平行部の寸法変化許容差内でなければならない。 

6.1.3 機械加工されない試験片 

試験片が機械加工されない材料部分又は棒状供試材である場合には，つかみから適切な距離に標点がく

るように，十分なつかみの間隔がなければならない（附属書 B～附属書 E 参照）。 

鋳込みままの試験片は，つかみ部と平行部との間に円弧状の肩部をもたなければならない。肩部の半径
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は，重要な寸法であり，製品規格に規定することが望ましい。つかみ部は，試験機のつかみ装置に適した

形状であればよい。平行部長さ Lcは，常に原標点距離 Loより長くなくてはならない。 

6.2 試験片の種類 

主な試験片の種類は，表 2 及び表 3 に示すように，材料の形状及び製品の区分とに従い附属書 B～附属

書 E に規定する。他の試験片の種類を，製品規格に規定することが可能である。 

 

表 2－試験片を採取する材料の形状，製品の区分及び対応する附属書 

単位 mm 

材料の形状及び製品の区分 

対応する

附属書 

帯－板－平 

 

 
 

厚さ 

ao 

線・線材－棒－形 

 

 
 

径又は対辺距離 

0.1≦ao＜3 － 附属書 B 

－ ＜4 附属書 C 

ao≧3 ≧4 附属書 D 

管 附属書 E 

 

表 3－試験片の分類 

試験片の形状 板状試験片 棒状試験片 管状試験片 円弧状試験片 

比例試験片 14B 号 2 号，14A 号 14C 号 14B 号 

定形試験片 1A 号，1B 号，

5 号，13A 号，

13B 号 

4 号，10 号， 

8A 号，8B 号，

8C 号，8D 号， 

9A 号，9B 号 

11 号 12A 号， 

12B 号， 

12C 号 

 

いずれの試験片を用いるかは，それぞれの製品規格の指定によるが，表 4 の使用区分によることが望ま

しい。 
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表 4－試験片の使用区分 

材料の形状及び寸法 試験片 

適用 

対応する 

附属書 製品の 

区分 
寸法 比例 定形 

板
・
平
・
形
・
帯 

板厚 40 mm を超えるもの 14A 号 4 号，10 号 棒状試験片採取の場合 附属書 D 

14B 号 － 板状試験片採取の場合 

板厚 20 mm を超え 40 mm 以下 14A 号 4 号，10 号 棒状試験片採取の場合 

14B 号 1A 号，1B 号 板状試験片採取の場合 

板厚 6 mm を超え 20 mm 以下 14B 号 1A 号，1B 号，

5 号，13A 号，

13B 号 

板状試験片採取の場合 

板厚 3 mm 以上 6 mm 以下 5 号，13A 号，

13B 号 板厚 0.1 mm 以上 3 mm 未満 － 附属書 B 

棒･

線･

線
材 

径又は対辺距離 25mm 超えるも

の 

14A 号 4 号，9A 号，

9B 号，10 号 

－ 附属書 D 

径又は対辺距離 4 mm 以上 25 

mm 以下 

2 号，14A 号 4 号，9A 号，

9B 号，10 号 

－ 

径又は対辺距離 4 mm 未満 － 9A 号，9B 号 － 附属書 C 

管 外径が小さいもの 14C 号 11 号 管状試験片採取の場合 附属書 E 

外径 50 mm 以下 14B 号 12A 号 円弧状試験片採取の場

合 外径 50 mm を超え 170 mm 以下 12B 号 

外径 170 mm を超えるもの 12C 号 

外径 200 mm 以上のもの 14B 号 5 号 板状試験片又は円弧状

試験片採取の場合 

厚肉のもの 14A 号 4 号 棒状試験片採取の場合 

鋳造品 － 14A 号 4 号，10 号 － 附属書 D 

－ － 8A 号，8B 号，

8C 号，8D 号 

－ 

鍛造品 － 14A 号 4 号，10 号 － 附属書 D 

 

6.3 試験片の調製 

材料に対応する関連規格（例えば，JIS G 0416[14]など。）の要求に従って，採取し調製しなければなら

ない。 

7 原断面積の測定 

試験片の各寸法は，平行部内の標点の間で，長手方向に直角に，十分な箇所数を測定するのがよい。 

3 点以上測定することが望ましい。 

注記 1 呼び寸法を使用する場合は，附属書 B 及び附属書 D に規定されている。測定点を 1 か所とする場

合の考え方は，附属書 JB に示されている。 

試験片の各寸法は，附属書 B～附属書 E による。附属書 B～附属書 E に規定がない場合，少なくとも測

定寸法の 0.5 %以下の数値まで測定する。ただし，測定寸法が 2 mm 以下の場合は，0.01 mm にとどめても
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よい。 

原断面積 Soは，平均断面積であり，適切な寸法の測定結果から計算する。 

計算方法の例を，次に示す。 

例 1 管状試験片を除く試験片の平行部の原断面積 Soは，標点の間の両端部及び中央部の 3 か所を測定

した値の平均値から求める。 

管状試験片では，試験片端部において求めた断面積を原断面積 Soとする。 

例 2 円形断面の試験片及び管状試験片の原断面積 Soを求めるための直径は，互いに直交する 2 方向に

ついて測定した値の平均値とする。 

管状試験片の原断面積 Soを求めるための厚さは，管端部の円周を等分する 3 か所以上について

測定した値の平均値とする。 

例 3 テーパ付き試験片の断面積は，最小断面積部とすることがある。 

注記 2 管状試験片の内外径を，互いに直交する 2 方向について測定した場合の内外径差の平均値は，4

か所の厚さの平均値の 2 倍とすることが可能である。 

この計算の精度は，試験片の種類及び形状による。附属書 B～附属書 E に異なる種類の試験片に対する

原断面積 Soの評価の方法を示す。 

8 原標点距離及び伸び計標点距離 

8.1 原標点距離の選択 

比例試験片で，Soを平行部断面積として，原標点距離が，5.65√𝑆oに等しくない場合，破断伸び A には，

比例定数を下付き添え字で追記することが望ましい。例えば，A11.3は，式(1)による原標点距離での伸び（%）

を表している。 

𝐿o = 11.3√𝑆o  ······································································· (1) 

注記 1 5.65√𝑆o = 5√4𝑆o/𝜋 

注記 2 定形試験片（附属書 B 及び附属書 D 参照）では，記号 A（破断伸び）には，適用した原標点距

離を下付き添え字で追記する場合がある。例えば，A80 mmは，原標点距離 Loが 80 mm での破断

伸び（%）を表している。 

指定された試験条件によって，比例試験片の比例定数又は定形試験片の原標点距離が明らかな場合は，

比例定数又は原標点距離を追記しなくてもよい。 

8.2 原標点距離の表示 

破断伸び A の手動測定のために，原標点距離 Loの両端に明瞭なしるし，罫書き線又はポンチマークを付

けなければならない。ただし，そのマークが，早期破断を引き起こす可能性があってはならない。また，

試験片の材質が表面きずに対して敏感又は極めて硬い場合には，塗布した塗料の上にけがき線をしるして

もよい。原標点距離は，±1 %の精度でしるさなければならない。比例試験片の場合には，原標点距離の計

算値とマークした距離のとの差は，Loの 10 %未満として，計算値の端数を 5 mm の倍数に丸めてもよい。 

例えば，機械加工されない試験片のように，平行部長さ Lc が，原標点距離よりも非常に長い場合には，

標点距離をオーバーラップさせて，いくつかしるしてもよい。 
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試験片の長手方向に平行に，標点距離に沿った線を引いておくと便利な場合がある。 

伸び計を用いて伸びを測定する場合は，標点を試験片にしるす必要はない（20.3 参照）。 

8.3 伸び計標点距離の選択 

降伏応力及び耐力の測定には，Le は，試験片平行部長さのできる限り広い範囲とすることが望ましい。

理想的には，Leは，0.50Loを超え，おおよそ 0.9Lc未満とすることが望ましい。これによって，伸び計によ

って試験片に生じる全ての降伏現象を確実に検出するであろう。さらに，最大試験力“到達点”又は“到

達後”のパラメータ測定では，Leは，Loにほぼ等しいことが望ましい。 

9 試験機の精度 

9.1 試験機 

引張試験に用いる試験機は，JIS B 7721 による等級 1 級以上とする。 

9.2 伸び計 

耐力（オフセット法又は全伸び法）の測定に使用する伸び計は，応力増加速度に基づいた試験方法（10.3.2

参照）では，適用する伸びの範囲において，JIS B 7741 の等級 2 級以上を使用し，ひずみ速度に基づいた

試験方法（附属書 JA 参照）では，適用する伸びの範囲において，JIS B 7741 の等級 1 級以上を使用する。

その他の特性（伸び計伸び 5 %超における）の測定では，適用する伸びの範囲において，JIS B 7741 の等

級 2 級以上を使用してもよい。 

注記 ISO 6892-1 では，試験方法に関わらず，耐力の測定の場合には，JIS B 7741 の等級 1 級以上が規

定されている。 

9.3 長さ測定器 

長さ測定に用いる全ての測定器は，国家計量標準にトレーサブルな，適切な標準器で校正しなければな

らない。 

10 試験条件 

10.1 試験力のゼロ点調整 

試験力の測定システムのゼロ点調整は，試験力を付与できるように装置をセッティングした後で，実際

に試験片の両端をつかむ前に行う。試験力のゼロ点調整をした後は，試験力の測定システムは，試験中ど

のような変更も行ってはならない。 

注記 この方法によって，つかみ装置の質量が試験力測定に及ぼす影響を相殺し，また，つかみ操作が

試験力の測定に影響しないようにしている。 

10.2 つかみの方法 

試験片は，くさび形（wedges），ねじ付き（screwed grips），平板（parallel jaw faces）及び肩付き（shouldered 

holder）のような適切な方法によって，つかまなければならない。 

試験片は，曲げを最小にするために，できる限り試験軸に沿って引っ張ることが望ましい（詳細な情報
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は，例えば，ASTM E 1012 に規定されている。）。このことは，特にもろ（脆）い材料を試験する場合，又

は耐力（オフセット法又は全伸び法）若しくは降伏応力を測定する場合に重要である。 

試験片をまっすぐにし，試験片とつかみとのアライメントを確実な状態とするために，規定された降伏

応力又は，予想される降伏応力の 5 %以下の予備的な試験力を付与してもよい。予備的な試験力の影響を

考慮するために，試験力付与前に伸び計をセットした場合は，伸び計伸びの補正を行うのが望ましい。 

10.3 試験方法 

10.3.1 一般 

試験方法は，応力増加速度に基づいた試験方法（試験方法 1）とひずみ速度に基づいた試験方法（試験

方法 2）とがある。 

特に指定がない限り，試験方法は，試験方法 1（10.3.2 参照）とし，試験速度は，この規格の要求事項を

満たしていれば，製造業者又は製造業者が指名した試験所の裁量による。 

疑義がある場合，試験方法は，試験方法 1 による。 

注記 1 試験方法 1 と試験方法 2 との違いは，試験方法 1 では，必要な試験速度が，特性（Rp0.2など）

を決定する前の弾性範囲で定義されているのに対して，試験方法 2 では，必要な試験速度が，

特性を決定する特定の点（R0.2など）で定義されていることである。 

注記 2 ASTM E8/E8M[7]の X4.2.2（Control Method B）では，“材料に降伏点がある場合，又は降伏が不

連続である場合，閉ループでひずみ速度を制御すると，試験機は不規則に動作する可能性があ

る。このひずみ速度に基づいた制御方法は，不連続に降伏する材料には推奨されない。”と規定

している。 

注記 3 低降伏応力の材料では，試験方法 2 による対応が難しい場合がある。 

注記 4 試験方法 1 の特定の条件［例えば，ある鋼材に対して，弾性範囲の応力増加速度が約 30 MPa・

s－1，高剛性の試験機及びつかみ装置，並びに 13A 号試験片（表 B.1 参照）］では，試験方法 2

の範囲 2 に近いひずみ速度が観察される場合がある。 

注記 5 製品規格及び対応する試験規格（航空宇宙規格など）では，この規格とは異なった試験速度を

規定することが可能である。 

試験方式及び試験速度は，次の略号を用いて表すことが可能である。 

JIS Z 2241 1 n，又は JIS Z 2241 2 nnn 

ここで，“1”は，試験方法 1（10.3.2 参照），“2”は，試験方法 2（附属書 JA 参照）である。“n”は，図

9 a)で定義された弾性領域で選択された応力増加速度（MPa・s－1），記号“nnn”は，図 9 b)で定義された各

区間での試験速度範囲の記号を表す 3 桁までの数列である。これらを表すために付加してもよい。 

注記 6 試験方法 1 を表す“1”は，省略することが可能である。 

例 1 JIS Z 2241 1 30 は，試験方法 1 の応力増加速度に基づいた試験方法で，公称応力増加速度 30MPa・

s－1による試験を表している。 

例 2 JIS Z 2241 1 は，試験方法 1 の応力増加速度に基づいた試験方法で，公称応力増加速度が，表 5 に

よる試験を表している。 

例 3 JIS Z 2241 2 224 は，試験方法 2 のひずみ速度に基づいた試験方法で，上降伏応力 ReH，又は耐力

パラメータ Rp及び Rtの測定のための平行部の推定ひずみ速度が範囲 2 の 0.000 25 s－1，下降伏応
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力 ReL及び降伏伸び Ae測定のための平行部の推定ひずみ速度が範囲 2 の 0.000 25 s－1，及び引張強

さ Rm，破断伸び（%）A，最大試験力時全伸び（%）Agt，最大試験力時塑性伸び（%）Ag，破断時

全伸び At及び絞り Z 測定のための平行部の推定ひずみ速度が範囲 4 の 0.006 7 s－1による試験を表

している。 

10.3.2  応力増加速度に基づいた試験方法（試験方法 1） 

10.3.2.1 一般 

試験速度は，特に指定のない限り，材料の性質に応じて，予想される降伏応力の 1/2 の応力までは，任

意の試験速度を適用してよい。これを超える範囲の試験速度は，10.3.2.2 及び 10.3.2.3 による。 

注記 試験方法 1 は，降伏特性を測定する間，応力増加速度を一定に維持すること，又は閉ループによ

って応力増加速度を制御することは，意図しておらず，弾性領域において目標応力増加速度を達

成するようにクロスヘッドスピードを設定することだけを意図している（表 5 参照）。試験される

試験片が降伏し始めると，応力増加速度は減少し，不連続降伏を伴う試験片では，負になる可能

性さえある。降伏の過程で応力速度を一定に維持しようとすると，試験機は，極めて高速で作動

する必要があり，ほとんどの場合，これは実用的ではなく，また，望ましいものでもない。 

10.3.2.2 降伏応力及び耐力 

10.3.2.2.1 上降伏応力 ReH 

試験機のクロスヘッド変位速度 νcは，できる限り一定にし，表 5 の上下限値以内に相当するクロスヘッ

ド変位速度で試験しなければならない。平行部の推定ひずみ速度�̇�𝐿𝑐
は，0.002 5 s－1を超えてはならない。 

注記 弾性係数が 150 GPa 未満の代表的な材料には，マグネシウム，アルミニウム合金，黄銅及びチタ

ンがある。弾性係数が 150 GPa 以上の代表的な材料には，鉄，鋼，タングステン及びニッケル合

金がある。 

 

表 5－応力増加速度 

材料の弾性係数 

E 

GPa 

応力増加速度 

R  

MPa・s－1 

下限 上限 

＜150  2 20 

≧150 3 30 

注記 ISO 6892-1 では，弾性係数≧150 の応力増加速度は，6 MPa・

s－1～60 MPa・s－1と規定している。 

10.3.2.2.2 下降伏応力 ReL 

下降伏応力だけを測定する場合には，試験片降伏中の平行部の推定ひずみ速度�̇�𝐿𝑐
は，0.000 25 s－1～0.002 5 

s－1の範囲で，できる限り一定に保たなければならない。 

注記 試験片平行部の降伏の開始から終了までの間の伸び計伸びとして，降伏伸びが測定される（図 7

参照）。 

なお，弾性域の応力増加速度は，予想される降伏応力の 1/2 を超えたら，表 5 に示す範囲を外れてはな

らない。 
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10.3.2.2.3 上降伏応力 ReH及び下降伏応力 ReL 

上降伏応力及び下降伏応力の両方を測定する場合には，下降伏応力の測定条件によらなければならない

（10.3.2.2.2 参照）。 

10.3.2.2.4 耐力（オフセット法及び全伸び法）Rp及び Rt 

試験機のクロスヘッド変位速度 νcは，できる限り一定にし，表 5 の上下限値以内に相当するクロスヘッ

ド変位速度で試験しなければならない。クロスヘッド変位速度は，耐力（塑性伸び及び全伸び）までこの

範囲を維持しなければならない。平行部の推定ひずみ速度�̇�𝐿𝑐
は，0.002 5 s－1を超えてはならない。 

10.3.2.2.5 クロスヘッド変位速度 

平行部の推定ひずみ速度�̇�𝐿𝑐
を測定及び制御できない試験機の場合には，表 5 に示す応力増加速度に相当

するクロスヘッド変位速度 νcを，降伏が終わるまで適用しなければならない。 

10.3.2.3 引張強さ Rm，破断伸び（%）A，最大試験力時全伸び（%）Agt，最大試験力時塑性伸び（%）Ag，

破断時全伸び（%）At，及び絞り Z 

要求された降伏応力又は耐力の測定後，平行部の推定ひずみ速度（又は相当するクロスヘッド変位速度）

は，0.008 s－1以下の範囲で増加してよい。 

材料の引張強さだけを測定する場合には，試験を通して，一つの速度とすることが可能で，その平行部

の推定ひずみ速度は，0.008 s－1以下としなければならない。 

 

なお，0.008 s－1を超える平行部の推定ひずみ速度（又は相当するクロスヘッド変位速度）の適用は，日

本産業規格の製品規格の規定による。 

引張強さは，式(2)による。 

𝑅ｍ =
𝐹m

𝑆o

  ············································································ (2) 

ここで， Rm： 引張強さ（MPa） 

 Fm： 最大試験力（N） 

 So：  原断面積（mm2） 

11 上降伏応力 ReHの測定 

上降伏応力 ReHは，試験力－伸び計伸び曲線，又は最大試験力表示装置（peak load indicator）によって測

定してよい。上降伏応力 ReH は，試験力が最初に減少する直前の応力の最大値として定義する。上降伏応

力は，このときの試験力を試験片の原断面積 Soで除して求める（図 2 参照）。 

上降伏応力は，式(3)による。 

𝑅𝑒H =
𝐹𝑒H

𝑆o

  ·········································································· (3) 

ここで， ReH： 上降伏応力（MPa） 

 FeH： 上降伏応力に対応する最大試験力（N） 

 So： 原断面積（mm2） 
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12 下降伏応力 ReLの測定 

下降伏応力 ReL は，試験力－伸び計伸び曲線によって測定し，初期の過渡的な影響を除いた塑性降伏中

の応力の最小値として定義する。下降伏応力は，このときの試験力を試験片の原断面積 Soで除して求める

（図 2 参照）。 

降伏現象のある材料で，Aeを測定しない場合，試験の効率化のために，ReLは，初期の過渡的な影響を考

慮に入れずに，ReH後の最初の 0.25 %以内の最低応力として報告してもよい。この手順によって，ReLを測

定した後，10.3.2.3 に従って試験速度を増加させてもよい。 

下降伏応力は，式(4)による。 

𝑅𝑒L =
𝐹𝑒L

𝑆o

  ·········································································· (4) 

ここで， ReL： 下降伏応力（MPa） 

 FeL： 下降伏応力に対応する最小試験力（N） 

 So： 原断面積（mm2） 

13 耐力（オフセット法）Rpの測定 

13.1 耐力（オフセット法）Rp（試験力－伸び計伸び曲線の利用） 

耐力（オフセット法）Rpは，試験力－伸び計伸び曲線の直線部分に対して，例えば，0.2 %の規定された

塑性伸びと等しい距離だけ離れたところに平行な線を引いて求める。この平行線と試験力－伸び計伸び曲

線との交点が，求める耐力（オフセット法）に相当する試験力である。耐力は，このときの試験力を原断

面積 Soで除して求める（図 3 参照）。 

試験力－伸び計伸び曲線の直線部が明確に決められず，精度よく平行線を引くことが不可能である場合

は，次の手順とするのが望ましい（図 6 参照）。 

想定される耐力を超えたら，試験力をその測定した試験力の 10 %程度にまで減少する。次に，当初測定

した値を超えるまで，再度試験力を増加する。目的の耐力を決定するために，ヒステリシスを通る線を作

成する。次に，曲線の補正された原点から横軸に沿って，規定された塑性伸び計伸び（%）に等しい距離

で，この線に平行に線を引く。この平行線と試験力－伸び計伸び曲線との交点が耐力を与える。耐力は，

このときの試験力を試験片の原断面積 Soで除して計算する（図 6 参照）。 

注記 試験力－伸び計伸び曲線の補正された原点を定義するために，幾つかの方法が使用可能である。

一つは，試験力－伸び計伸び曲線に接するように，ヒステリシス曲線によって決定される線に平

行な接線を描く方法である。この線が横軸と交差する点が，試験力－伸び計伸び曲線の補正され

た原点である（図 6 を参照）。 

ヒステリシスは，耐力を通過した直後，なるべく近い点で，とるように注意することが望ましい。理由

は，過剰な伸び点では，得られる傾きに悪影響を及ぼすためである。 

製品規格又は受渡当事者間の協定がない限り，不連続降伏中及び不連続降伏後に耐力を測定するのは不

適切である。 

13.2 耐力（オフセット法）Rp（ソフトウエアなどの利用） 

耐力（オフセット法）Rpは，試験力－伸び計伸び曲線を描画せずにソフトウエアなどを利用して求めて
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もよい（附属書 A 参照）。 

注記 GB/T 228[12]も利用することが可能である。 

14 耐力（全伸び法）Rtの測定 

14.1 耐力（全伸び法）Rt（試験力－伸び計伸び曲線の利用） 

耐力（全伸び法）Rtは，10.2 を考慮した試験力－伸び計伸び曲線に対して縦軸（試験力の軸）に平行に，

規定された全伸びに等しい距離の位置に線を引く。この平行線と試験力－伸び計伸び曲線との交点が，求

める耐力（全伸び法）に相当する試験力である。耐力は，このときの試験力を原断面積 Soで除して求める

（図 4 参照）。 

14.2 耐力（全伸び法）Rt（ソフトウエアなどの利用） 

耐力（全伸び法）Rt は，試験力－伸び計伸び曲線を作成せずにソフトウエアなどを利用して求めてもよ

い（附属書 A 参照)。 

15 永久伸び法による耐力 Rrの検証方法 

試験片に規定応力に相当する試験力を 10 秒～12 秒間付与する。試験力は，規定応力に試験片の原断面

積 Soを乗じて求める。試験力を除いた後，永久伸びが原標点距離に対する百分率で規定された値以下であ

ることを確認する（図 5 参照）。 

注記 これは，合否試験であって，標準的な引張試験では，通常，行われない。試験片に付与する応力

及び許容永久伸びは，製品規格又は試験の要求者によって規定される。例えば，試験片に付与さ

れる応力が 750 MPa で，永久伸びが 0.5 %以下の場合には，“Rr0.5＝750 MPa に合格”と報告され

る。 

16 降伏伸び（%）Aeの測定 

不連続降伏を示す材料の場合には，降伏伸び（%）Ae は，試験力－伸び計伸び曲線を用い，均一な加工

硬化が始まるときの伸び計伸びから上降伏応力 ReH 時の伸び計伸びを差し引くことによって求める。均一

な加工硬化が始まるときの伸びは，均一な加工硬化が始まる前の最後の最低試験力を示す点を通る水平線，

又は降伏範囲の回帰直線と，均一な加工硬化が始まる点の曲線の最大の傾きを示す直線との交点として求

める（図 7 参照）。Aeは，伸び計標点距離 Leに対する百分率で表す。 

これと同等に測定できる方法を用いてもよい。 

用いた方法［図 7 a)，図 7 b)又はその他の方法］は，試験報告書に記載することが望ましい。 

17 最大試験力時塑性伸び（%）Agの測定 

伸び計によって得られる試験力－伸び計伸び曲線上の最大試験力時の伸びを求め，これから弾性ひずみ

を差し引くことによって求める。 

最大試験力時塑性伸び（%）Agは，次の式(5)による。 
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A  ······························································· (5) 

ここで， Le： 伸び計標点距離 

 mE： 応力－伸び計伸び曲線の弾性域の傾き 

 Rm： 引張強さ 

 ΔLm： 最大試験力時の伸び計伸び 

最大試験力時に平たん（坦）な領域を示す材料の場合には，最大試験力時塑性伸び（%）は，平たん部

の中心の伸び計伸びとする（図 1 参照）。 

18 最大試験力時全伸び（%）Agtの測定 

伸び計によって得られた試験力－伸び計伸び曲線上の最大試験力の伸びから求める。 

最大試験力時全伸び（%）Agtは，次の式(6)による。 

𝐴gt =
∆𝐿m

𝐿e

× 100  ····································································· (6) 

ここで， Le： 伸び計標点距離 

 ΔLm： 最大試験力時の伸び計伸び 

最大試験力時に平たんな領域を示す材料の場合には，最大試験力時全伸び（%）は，平たん部の中心の

伸び計伸びとする（図 1 参照）。 

19 破断時全伸び（%）Atの測定 

伸び計によって得られた試験力－伸び計伸び曲線上の破断時の伸び計の全伸びから求める。 

破断時全伸び（%）Atは，次の式(7)による。 

𝐴t =
∆𝐿f

𝐿e
×100  ······································································ (7) 

ここで， Le： 伸び計標点距離 

 ΔLf： 破断時の伸び計伸び 

20 破断伸び（%）Aの測定 

20.1 一般 

破断伸び（%）A は，3.4.2 の定義に従って求めなければならない。 

20.2 破断した試験片を突き合わせて測定する方法 

破断した二つの試験片を試験片の軸が直線上になるように注意深く突き合わせる。 

最終標点距離を測定する場合には，試験片の破断面が適切に接触するように特別な注意を払うことが必

要である。特に，試験片断面積が小さい場合及び伸びの値が小さい場合に，重要である。 

破断伸び（%）A は，次の式(8)による。 
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𝐴 =
𝐿𝑢 − 𝐿o

𝐿o
× 100  ········································································ (8) 

ここで， Lo： 原標点距離 

 Lu： 破断後の最終標点距離 

破断伸び（Lu－Lo）は，十分な分解能をもつ測定装置によって，少なくとも 0.25 mm まで測定しなけれ

ばならない。 

規定された最小伸び（%）が，5 %未満の場合には，特別な注意を払うことが望ましい（附属書 H 参照）。 

注記 板状試験片で破断面を突き合わせるときは，幅の中央部に隙間（CP）がある場合（図 16）にも，

この CP の寸法を差し引かずに標点 O1O2間の長さをもって破断伸びを算出される。 

 

 

図 16－破断面を突き合わせた例 

20.3 伸び計を用いて測定する方法 

伸び計を用いて破断伸びを測定する場合には，標点を試験片にしるす必要はない。伸び計伸び（%）は，

破断時全伸び Atとして測定し，破断伸び（%）を求めるために弾性伸びを減じなくてもよい。ただし，破

断後の試験片の突合せで行う場合と同等の評価とするために，調整を行うことが可能である。 

直径又は対辺距離が 4 mm 以下の試験片の場合，伸び計に替えて，クロスヘッドの変位量を用いてもよ

い（A.3.6.3 参照）。ただし，3.4.2 の定義に従った評価となるように調整する必要がある。 

製品規格で，規定した原標点距離に対する破断伸びの測定を規定している場合，伸び計標点距離は，こ

の長さとすることが望ましい。 

20.4 試験の有効性 

20.4.1 破断した試験片を突き合わせて測定する場合 

破断した二つの試験片を突き合わせて測定した結果は，破断点と破断が近い方の標点との距離が，原標

点距離 Loの 1/4 以上離れている場合にだけ有効である。しかし，破断伸び（%）が規定値以上の場合には，

破断位置に関係なく，試験は有効とみなしてもよい。破断点と破断が近い方の標点との距離が原標点距離

Lo の 1/4 未満の場合に試験が無効となることを避けるため，受渡当事者間の合意によって，附属書 I の方

法を用いてもよい。 

必要な場合，試験片の破断位置によって，次の記号を付記して区別する。 

A 破断が近い方の標点から原標点距離（Lo）の 1/4 以上離れて（図 17 の A 部）破断した場合 

B 破断が近い方の標点から原標点距離（Lo）の 1/4 より近くで（図 17 の B 部）破断した場合 

C 標点外（図 17 の C 部）で破断した場合 
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 C  C  B  A  B 

破断後の最終標点距離 Lu 

 O1  O2 

Lo／4 

 

Lo／4 

 

図 17－試験片の破断位置及び記号 

20.4.2 伸び計を用いて測定する場合 

伸び計を用いて破断伸びを測定する場合，伸び計標点距離 Le内で破断した場合だけ，試験は有効である。

破断伸び（%）が規定値以上の場合には，破断位置に関係なく，試験は有効とみなしてもよい。 

伸び計を用いて測定した破断伸びに疑義がある場合，破断した二つの試験片を突き合わせる方法で検証

し，その結果を採用する。 

20.5 伸び値の変換 

定形試験片の原標点距離に対する伸びを測定する場合には，受渡当事者間の協定によって，変換式又は

表（例えば，ISO 2566-1[56]及び ISO 2566-2[57]）を用いて，比例標点距離の伸び値に置き換えることが可

能である。 

注記 伸び（%）の比較は，原標点距離又は伸び計標点距離並びに形状及び断面積が同じ場合か，又は

比例定数（k）が同じ場合にだけ可能である。 

21 絞り Zの測定 

絞りは，3.8 の定義に従って測定する。 

必要な場合，破断した二つの試験片を試験片の軸が直線上になるように注意深く突き合わせる。 

棒状試験片の場合，最小縮小断面での測定は，互いに 90°の 2 方向で行い，その平均値を絞り Z の計算

に使用することが望ましい。 

最小断面積の読み取りを行う際には，破断面がずれないように注意することが望ましい。 

絞り Z は，次の式(9)による。  

𝑍 =
𝑆o − 𝑆𝑢

𝑆o

× 100  ······················································ (9) 

ここで， So： 平行部の原断面積 

 Su： 破断後の最小断面積 

Suは，±2 %の精度で測定することが望ましい。 

直径又は対辺距離が 4 mm 未満の棒状試験片及び棒状以外の試験片形状の場合には，±2 %以下の精度で

Suを測定することは，難しい場合がある。 
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22 試験報告書 

試験報告書が必要な場合には，報告する事項は，次のうちから，受渡当事者間の協定によって選択する。 

a) 10.3.1 で規定した試験条件を含めて，この規格で試験された旨 例えば，JIS Z 2241 2 224 

b) 試験片の識別 

c) 材料の種類（分かっている場合） 

d) 試験片の形状 

e) 試験片の採取位置及び採取方向（分かっている場合） 

f) 試験結果 試験結果は，製品規格に規定のない場合は，少なくとも次の数値に丸めなければならない。

数値の丸め方は，JIS Z 8401 の規則 A による。 

－ 強度の値：MPa1)の整数値 

－ 降伏伸び（%）Ae：小数第 1 位 

－ 破断伸び（%）：整数 

－ その他の伸び（%）の値：0.5 %の倍数 

－ 絞り（%）：整数 

注 1) 1 MPa＝1 N/mm2 

23 測定の不確かさ 

23.1 一般 

測定の不確かさの分析は，測定結果の不整合の主要な原因を特定するのに有用である。 

製品規格並びにこの規格及び 2011 年以前の JIS Z 2241 に基づく材料特性データベースは，測定の不確

かさの寄与を内在しているものである。それゆえ，測定の不確かさを更に適用することは，不適切であり，

それによって，合格の製品を不合格とする危険性がある。このため，不確かさの見積りは，参考として扱

われる。 

23.2 試験条件 

この規格で規定する試験の条件及びその上下限は，測定の不確かさを考慮して調整してはならない。 

23.3 試験結果 

見積もった不確かさは，製品規格の規定値に組み合わせて，合否を評価してはならない。 

注記 附属書 K に，測定する特性値に関係する不確かさの決定の指針，及び度量衡パラメータに関する

不確かさの測定の指針を提供している。 
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附属書 A 

（参考） 

コンピュータ制御による引張試験機に関する推奨事項 

A.1 一般 

この附属書には，コンピュータ制御による引張試験機を使用して機械的性質を測定するための追加の推

奨事項が記載されている。特に，ソフトウエア及び試験条件で考慮したほうがよい推奨事項を示している。 

これらの推奨事項は，設計，装置のソフトウエア及びその妥当性確認，並びに引張試験の操作条件に関

連している。 

A.2 引張試験機 

A.2.1 設計 

この試験機は，ソフトウエアによって処理されていないアナログ信号を出力できることが望ましい。そ

のような出力が提供されない場合，試験機メーカーは，これらの生デジタルデータがどのようにして得ら

れ，ソフトウエアによって処理されたかを提供する必要がある。これらは，試験力，伸び計伸び，クロス

ヘッド分離，時間，試験片寸法に関して SI 基本単位であることが望ましい。 

注記 ISO 6892-1 には，データファイルフォーマットの例が掲載されている。 

データファイルには，装置及び試験片を特定するための識別等が含まれるヘッダー，測定及び計算パラ

メータ，寸法測定値，機械的性質の算出値，生デジタルデータなどを含めることが望ましい。 

A.2.2 データサンプリング頻度 

各測定チャンネルのサンプリング頻度の処理能力及びデータサンプリング頻度は，計測される材料特性

を記録するのに十分であることが望ましい。式(A.1)によって，毎秒の最低サンプリング頻度 fmin を決めて

もよい。 

𝑓𝑚𝑖𝑛 =
�̇� ∙ 𝐸

𝑅𝑒H ∙ 𝑞
× 100  ·························································· (A.1) 

ここで， �̇�： ひずみ速度 s-1 

 E： 弾性係数 MPa 

 ReH： 上降伏応力 MPa 

 q： 試験機（JIS B 7721 準拠）の力測定精度の相対誤差 % 

式(A.1)の ReH は，試験中に生じる一時的な降伏特性に相当する事象によって決定する。試験した材料に

降伏現象がない場合，耐力 Rp0.2 を用い，最低サンプリング頻度の要求値を半分にすることが可能である。 

試験方法 1（応力増加速度に基づいた試験方法）の場合，最低サンプリング頻度は，式(A.2)による。 

𝑓𝑚𝑖𝑛 =
�̇�

𝑅eH ∙ 𝑞
× 100  ·························································· (A.2) 

ここで， �̇�： 応力増加速度 MPa・s－1 

A.3 機械的性質の測定 

A.3.1 一般 
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試験機のソフトウエアは，次の要求事項を考慮することが望ましい。 

A.3.2 上降伏応力 

上降伏応力 ReH（3.10.2.1 参照）は，試験力が，前の値から少なくとも 0.5 %減少する前で，それに続く

0.05 %以上のひずみ範囲で，前の試験力を超えない領域がある試験力の最大値に相当する応力とみなすこ

とが望ましい。 

試験力の減少値及びひずみ範囲の値は，ソフトウエアで変更できることが望ましい。 

A.3.3 耐力（オフセット法）及び耐力（全伸び法） 

耐力（オフセット法）Rp（3.10.3 参照）及び耐力（全伸び法）Rt（3.10.4 参照）は，応力－伸び計伸び曲

線の隣接する点を内挿して求めることが可能である。 

A.3.4 最大試験力時全伸び 

最大試験力時全伸び Agt（3.6.4 及び図 1 参照）は，最大試験力時の応力に相当する全伸びとみなすこと

が望ましい。 

材料によっては，応力－伸び計伸び曲線を平滑化（smooth）しなければならないが，その際には多項式

回帰するのがよい。平滑化の範囲は，結果に影響する場合がある。平滑化された曲線は，応力－伸び計伸

び曲線の元の曲線の関係する部分を適切に表現していることが望ましい。 

箇条 17［最大試験力時塑性伸び（%）Agの測定］及び箇条 18［最大試験力時全伸び（%）Agtの測定］で

規定した，平たん部の中心を求める方法として，最大試験力から，あらかじめ指定したパラメータ分増減

した試験力の平均値を算出する方法を用いてもよい。 

A.3.5 最大試験力時塑性伸び 

最大試験力時塑性伸び Ag（3.6.5 及び図 1 参照）は，最大試験力時の応力に相当する塑性伸びとみなすこ

とが望ましい。 

材料によっては，応力－伸び計伸び曲線を平滑化しなければならないが，その際には多項式回帰するの

がよい。平滑化の範囲は，結果に影響する場合がある。平滑化された曲線は，応力－伸び計伸びの元の曲

線の関係する部分を妥当に表現していることが望ましい。 

A.3.6 破断伸び 

A.3.6.1 図 A.2 の破断の定義に基づいて破断伸び Atを決定する。 

連続した 2 点間の試験力が次のように減少した場合に，破断したとみなす。 

a) 前の 2 点の試験力間の差が 5 倍以上減少し，続いて最大試験力の 2%未満に減少する。 

b) 軟質材料では，最大試験力の 2%未満に減少する。 

サンプリング頻度の増加及び／又は試験力信号のフィルタリングは，この試験方法によって決定された

破断点に影響を及ぼす可能性がある。 

試験片の破断を検出するための別の有用な手法は，試験片に電圧をかけるか電流を流すかして監視し，

電圧又は電流が遮断される直前に測定された値を破断時の値とみなす方法である。 
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試験力が設定値を下回った直前の値を破断時の値とみなしてもよい。 

 
 次の場合を破断とみなす。 

|∆𝐹𝑛+1,𝑛| > 5|∆𝐹𝑛,𝑛−1|及び／又は𝐹𝑛+1 < 0.02𝐹𝑚 

記号説明 

F  ：試験力 

t  ：時間 

Fm  ：最大試験力 

Fn+1  ：測定点 n+1 の試験力 

 

 

 

 

ΔFn+1,n ：測定点 n+1 と測定点 n との試験力差 

t ：時間 

a ：破断 

○ ：データ点 

 

図 A.2－試験片破断の定義図 

A.3.6.2 伸び計を用い，伸び計をつけたままで破断まで測定する場合は，図 A.2 の a 点の値を求める。 

A.3.6.3 伸び計を用いない場合，又は破断前の最大試験力 Fm 後に伸び計伸び測定を中断した場合，伸び

計を取り外し後，破断までの間の伸びを測定するためにクロスヘッド変位を利用してもよい。その方法は

検証可能であることが望ましい。 

A.3.7 弾性範囲の応力－伸び計伸び曲線の傾きの測定 

強度レベルが不明の試験片に対して，試験を有効にするために，あらかじめ設定された応力限界を信頼

しない方がよい。ただし，製品規格に規定されるか，受渡当事者間の協定がある場合を除く。 

スライディングセグメント（sliding segment）の特性の計算に基づく方法が最も便利である。次のような

パラメータがある。 

a) スライディングセグメントの長さ（使用するデータ点数） 

b) 曲線の傾きを求めるために選択した式 

注記 応力－伸び計伸び曲線の直線部が明確でない場合は，13.1 参照。 

弾性域における曲線の傾斜は，次の条件を満たす範囲における平均傾斜に相当する。 

－ スライディングセグメントの傾きが一定である。 

－ 選択した範囲に，代表性がある。 

いずれの場合も，弾性範囲における曲線の勾配を代表しない値を排除するために，使用者が，適切な範

囲の限界を選択することが望ましい。 
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これら及び他の受け容れられる方法は，参照文献[5]，[17]，[18]，及び[19]に記載されている。 

Rp0.2の求め方として，弾性線の傾きを求める推奨方法（参考文献[20]）を次に示す。 

－ 直線範囲の直線回帰 

－ Rp0.2の下限値 10 %以下 

－ Rp0.2の上限値 40 %以下 

－ Rp0.2 のより正確なデータを得るためには，弾性線を検証し，必要であれば，他の限界値で再計算する

ことが望ましい。 

A.4 引張特性測定のためのソフトウエアの検証 

種々の材料特性を測定するために試験システムで使用する方法の有効性は，アナログ又はデジタルデー

タから従来法で試験又は計算した結果と比較することで，検証してもよい。その際，試験機の変換器又は

増幅器から直接出力されるデータは，試験機のコンピュータ計算結果を提供するために使用する機器のサ

ンプリング頻度の処理能力，サンプリング頻度及び不確かさが，少なくとも等しいものを使用して収集し，

処理することが望ましい。 

同じ試験片を用いて，コンピュータで測定した値と手動で測定した値との算術平均値の差が小さければ，

試験機のコンピュータ処理を信頼してもよい。そのような差異を受け入れることができるか評価する目的

で，類似した 5 試験片を試験し，各関連する特性値の平均の差が，表 A.1 の限界値に入ることが望ましい。 

注記 この手順は，試験機が，用いた特定の試験片，試験材及び試験条件に対して，材料特性を明らか

にすることだけの確認である。試験した材料の特性が，正しいとか目的に合っているという信頼

性を与えるものではない。 

他の方法を使用する場合，例えば，品質保証レベルがわかっている予め測定された既知の材料からのデ

ータを取込んで計算する場合，その特性は，上述した基準及び表 A.1 の基準を満たしていることが望まし

い。 

EU が出資した TENSTAND プロジェクト（GBRD-CT-2000-00412）の一環として，引張特性値の合意さ

れた値の ASCII データファイルが作成された。それをソフトウエアの検証に用いてもよい，より詳細な情

報が，参考文献[21]及び[22]に示されている。 
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表 A.1－コンピュータ及び手動で導出された結果の最大許容差 

パラメータ 

Da) sb) 

相対値 c) 

% 

絶対値 c) 

MPa 

相対値 c) 

% 

絶対値 c) 

MPa 

Rp0.2 0.5 2 ≤0.35 2 

Rp1 0.5 2 ≤0.35 2 

ReH 1 4 ≤0.35 2 

ReL 0.5 2 ≤0.35 2 

Rm 0.5 2 ≤0.35 2 

A — ≤2 — ≤2 

注 a) 𝐷 =
1

𝑛
∑ 𝐷𝑖

𝑛
𝑖=1  

注 b) s=√
1

𝑛−1
∑ (𝐷𝑖 − 𝐷)2𝑛

𝑖=1  

ここで， Di： 試験片（Di= Hi－Ri）に対する手動評価で，Hiの結果とコンピュータ評価

Riの結果との差異 

 n： 一つの供試材からの独立した試験片数（≧5） 

注 c) 絶対値及び相対値の最大値を考慮することが望ましい。 

A.5 規格のコンピュータ互換表現 

CEN/WS ELSSI-EMD の適用範囲内で開発された，規格のコンピュータ可読データフォーマットのコン

ピュータ互換表現は，システムの相互運用性の問題を克服し，工学材料分野での電子的な報告を可能にす

る効果的な方法を提供した。機械試験のために文書化された規格に基づいて定義されたデータフォーマッ

トを実行可能とするために CEN/WS ELSSI‐EMD の所見を CWA 16200[42]で報告した。CWA 16200 が記

載するコンピュータ可読データフォーマットを文書化された試験規格に基づいて定義するための指針は，

ISO 6892-1 に適用されている。結果の定義は，BSI 規格のリソース・サーバーから入手可能である[21]。 
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附属書 B 

（規定） 

厚さ 0.1 mm～3 mm（未満）の製品（板・平・形・帯）に 

使用する試験片の種類 

B.1 一般 

厚さ 0.5 mm 未満の材料に対しては，特別な注意が必要な可能性がある。 

B.2 試験片の形状 

通常，試験片の厚さは，材料のもとの厚さとし，試験片のつかみ部の幅は，平行部より広い。平行部長

さ Lcは，表 B.1 に示す肩部の半径によってつかみ部と接続されなければならない。これらのつかみ部の幅

は，平行部の幅 boの 1.2 倍以上であることが望ましい。 

受渡当事者間の協定によって，肩部のない帯状の形状でもよい（帯状試験片：parallel sided test piece）。

材料の幅が 20 mm 以下の場合には，試験片の幅を，材料と同じとしてもよい。 

B.3 試験片の寸法 

三つの異なる種類の定形試験片が，幅広く使用されている（表 B.1 参照）。 

平行部長さ Lcは，表 B.1 の 5 号試験片を除いて，Lo＋bo/2 以上でなければならない。 

疑義のある場合には，試験機が対応可能で，供試材の長さが十分ある場合，平行部長さ Lcは，Lo＋2boに

することが望ましい。 

幅が 20 mm 未満の帯状試験片の場合には，製品規格に規定のない限り，試験片の原標点距離 Lo は，50 

mm にしなければならない。この種類の試験片に対しては，つかみ間の間隔は，Lo＋3bo以上でなければな

らない。 

試験片の寸法を測定する場合には，表 B.1 の寸法変化許容差を適用しなければならない。 

帯状試験片の場合で，試験片の幅が，供試材の幅と同じ場合には，原断面積 Soは，測定した試験片の寸

法を元に計算しなければならない。 

呼び寸法に対する許容差が，表 B.2 による場合には，試験時の試験片の幅の測定を省略し，試験片の呼

び幅を用いてもよい。 
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表 B.1－試験片の寸法 

単位 mm 

試験片

の種類 

平行部の幅 

bo 

平行部の

寸法変化

許容差 c) 

試験片の 

原標点距離 

Lo 

肩部の

半径 

R 

平行部長さ Lc 帯状試験片の 

つかみ間の 

距離下限値 

国際規格に

おける試験

片の種類 d) 

下限値 推奨値 

13B 号 12.5±0.5 b) 0.06 50 20～30 57 75 87.5 1 

13A 号 20±0.7 b) 0.10 80 20～30 90 120 140 2 

5 号 25±0.7 b) 0.10  50a) 20～30  60a) － 規定なし 3 

注 a) 5 号の Lo/boの比は，13B 号及び 13A 号に比べて非常に小さい。その結果，特に，この試験片を用いて得ら

れる破断伸びの測定結果（絶対値及びばらつきの範囲）は，他の種類の試験片と異なる。 

注 b) それぞれの試験片の種類が許容する幅の範囲（試験片は，この許容差の範囲で作製しなければならない。）。 

注 c) 試験片の平行部長さ（Lc）の全長にわたって許容する寸法変化の最大値である。 

注 d) ISO 6892-1 の Annex B で規定される試験片の種類の番号。 

 

表 B.2－測定せずに呼び幅を用いて原断面積を計算するための幅許容差 

単位 mm 

試験片の呼び幅 呼び幅に対する許容差 a) 

12.5 ±0.02 

20 ±0.02 

25 ±0.04 

注記 ISO 6892-1 では，この呼び幅に対する許容差よりも大きな許容差が規定さ

れている。 

注 a) これらの許容差内である場合には，測定をしないで呼び幅を原断面積（So）

の計算に用いることが可能である。 

 

 

図 B.1－5 号試験片 

 

 

図 B.2－13 号試験片 
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B.4 試験片の調製 

試験片は，供試材の特性に影響を与えないように調製しなければならない。せん断又はプレスによって

硬化した部分は，試験結果にその影響が認められる場合には，機械加工で除去しなければならない。 

これらの試験片のほとんどは，薄板及び帯から調製される。できる限り，圧延ままの表面を除去しない

ことが望ましい。 

注記 表面処理鋼板などでは，めっき層などを除去することがある。 

打抜き（punching）による加工は，特に（加工硬化によって）降伏点又は耐力の特性に大きな変化を及ぼ

す可能性がある。加工硬化を示す材料に対しては，通常，切削，研削などで加工することが望ましい。 

注記 非常に薄い材料の場合には，同一の幅の帯を切断した後に，切削油に強い紙を間に挟んで束にし，

帯の束の上下に厚い帯を挟み合わせて最終寸法に機械加工することがある。 

表 B.2 の許容差，例えば，呼び幅 12.5 mm に対する許容差±0.02 mm は，原断面積 Soの計算に，試験片

の測定をせずに呼び幅の値を用いる場合，試験片の幅が，次に示す二つの値の区間の外にあってはならな

いことを意味している。 

12.5 mm＋0.02 mm＝12.52 mm 

12.5 mm－0.02 mm＝12.48 mm 

B.5 原断面積 Soの決定 

原断面積 Soは，試験片の寸法を測定するか，又は，良好な機械加工の場合は，呼び寸法を用いて（表 B.2 

注 a)参照）計算しなければならない。 

原断面積の誤差は，±2 %を超えてはならない。この誤差の最大の要因は，通常，試験片の厚さ測定に起

因するため，幅の測定精度は，±0.2 %以下でなければならない。 

小さい測定の不確かさの試験結果を得るためには，原断面積を，±1 %以下の誤差で求めることが望ま

しい。薄い材料に対しては，特別な厚さ測定技術が必要となる場合がある。 
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附属書 C 

（規定） 

径又は辺が 4 mm 未満の線，線材及び棒に使用する棒状試験片の種類 

C.1 試験片の形状 

通常，試験片は，材料の機械加工されていない部分からなる（図 12 参照）。 

C.2 試験片の寸法 

試験片の寸法は，図 C.1 による。 

 

 

 

単位 mm 

試験片の種類 試験片の 

原標点距離 Lo 

つかみ間の距離 a) 

9A 号 100±1 150 以上 

9B 号 200±2 250 以上 

注記 ISO 6892-1 では，つかみ間の距離は，Lo＋3do以上で，少なくとも Lo＋

20 mm と規定している。 

注 a) 破断伸びの測定が不要な場合には，つかみ間の距離は，50 mm 以上を適

用してもよい。 

図 C.1－試験片の寸法 

 

C.3 試験片の調製 

材料がコイル状で供給される場合には，矯正に注意を払わなければならない。 

 

C.4 原断面積 Soの決定 

円形の断面をもつ材料の場合には，原断面積は，1 断面当たり直行する 2 方向の径の測定値の算術平均

から計算してもよい。 

注記 ISO 6892-1 では，原断面積の精度は，±1 %以下でなければならないと規定している。 

平方ミリメートル単位の原断面積は，試験片の既知の長さの質量及び密度を用いて，次の式(C.1)によっ

てもよい。 

𝑆o =
1 000 ∙ 𝑚o

𝜌 ∙ 𝐿𝑡

  ································································· (C.1) 

ここで， mo： 試験片の質量（g） 

 Lt： 試験片の全長（mm） 

  ： 試験片の材料密度（g・cm－3） 
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附属書 D 

（規定） 

厚さ 3 mm 以上の製品（板・平・形・帯）， 

径又は対辺距離が 4 mm 以上の製品（棒・線・線材）など 

に使用する試験片の種類 

D.1 試験片の形状 

通常，試験片は，機械加工され，平行部は，つかみ部に，ある半径をもった肩部で接続されなければな

らない。試験片のつかみ部は，試験機のつかみ装置に対して適切な形であればよい（図 13 参照）。つかみ

部と平行部との間の肩部の最小半径は，次による。 

a) 0.75 do：円柱状試験片で，doは，平行部の径 

b) 12 mm：他の試験片形状 

必要に応じて，線，線材，形（sections），棒などは，機械加工せずに肩部のない試験片で試験を行っても

よい。試験片の断面は，円形，正方形又は長方形となり，特別な場合には，他の形状でもよい。 

長方形の形状をもつ試験片の場合には，幅と厚さの比が，8:1 以下であることが望ましい。 

通常，機械加工された円柱状試験片の径は，3 mm 以上でなければならない。 

D.2 試験片の寸法 

D.2.1 機械加工された試験片の平行部 

平行部長さ Lcは，次による。 

a) 円柱状の試験片の場合，Lo＋(do/2)以上 

b) 円柱状以外の比例試験片の場合，𝐿o + 1.5√𝑆o以上 

c) 定形試験片の場合，Lo + (bo/2)以上（図 D.7 参照） 

疑義のある場合には，試験機が対応可能で，供試材に十分な寸法がある場合，平行部長さは，それぞれ

の試験片タイプによって，Lo＋2do 又は𝐿o + 2√𝑆oとすることが望ましい。それ以外の場合は，受渡当事者

間の協定による。 

D.2.2 機械加工しない試験片の長さ 

試験機のつかみの間隔は，標点からつかみまで少なくとも√𝑆oが確保される十分な距離としなければな

らない。 

D.2.3 原標点距離 Lo 

D.2.3.1 比例試験片 

通常，原断面積 Soに対して，次の式(D.1)による試験片の原標点距離 Loをもつ比例試験片を使用する。 

𝐿o = 𝑘√𝑆o  ······································································· (D.1) 

ここで， Lo： 原標点距離 
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 k： 5.65 

 So： 平行部の原断面積 

k の値として，代わりに 11.3 を使用してもよい。 

円形断面をもつ試験片を，図 D.1 に示す。表 D.1 に示す一組の寸法を用いるのが望ましい。 

 

表 D.1－円形断面をもつ試験片 

k 平行部の径 

do 

 

mm 

試験片の 

原標点距離 

𝐿o = 𝑘√𝑆o 

mm 

最小平行部長さ 

Lc 

 

mm 

5.65 20±0.7a) 

14±0.5a) 

10±0.5a) 

 5±0.5a) 

100 

 70 

 50 

 25 

110 

 77 

 55 

 28 

注記 平行部の長さ Lcは，つかみの間隔を意味する。 

注 a) それぞれの試験片が許容する径の範囲（試験片は，この許容差

の範囲で作製しなければならない。）。 

 

D.2.3.1.1 14 号試験片 

14A 号試験片の形状及び寸法は，図 D.1 による。 

 

 
単位 mm 

試験片の原標点距離 

Lo 

平行部長さ 

Lc 

肩部の半径 

R 

5.65√𝑆o 5.5do～7do 15 以上 

図 D.1－14A 号試験片 

 

平行部の長さは，角形断面の場合は，Lc＝5.65do，六角断面の場合は Lc＝5.26doとしてよい。 

平行部の長さは，できる限り Lc＝7 doとする。 

14A 号試験片のつかみ部の径は，平行部の径と同一寸法としてもよい。この場合，つかみの間隔は，Lc

≧8doとする。 

14B 号試験片の形状及び寸法は，図 D.2 による。 
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単位 mm 

幅 

bo 

試験片の原標点距離 

Lo 

平行部長さ 

Lc 

肩部の半径 

R 

厚さ 

ao 

8ao 以下 a) 5.65√𝑆o 

𝐿o + 1.5√𝑆o 

～𝐿o + 2.5√𝑆o 
15 以上 

材料のもとの厚さの

まま 

注 a) 長方形断面の場合，8ao 以下が望ましい。 

図 D.2－14B 号試験片 

14B 号試験片の平行部の長さは，できる限り𝐿o + 2√𝑆oとする。 

14B 号試験片を管の試験に用いる場合は，平行部の断面は，管から切り取ったままとする。 

14B 号試験片のつかみ部の幅を平行部の幅と同一寸法としてもよい。この場合，平行部の長さは，𝐿o +

3√𝑆oとする。 

14B 号試験片の標準寸法は，表 D.2 によるが，適切な板厚範囲ごとに，できる限り寸法をまとめて用い

るとよい。 

 

表 D.2－14B 号試験片標準寸法（参考） 

単位 mm 

厚さ 
幅 

bo 

原標点距離 

Lo 

平行部長さ 

Lc 

5.5 を超え 7.5 以下 
12.5±0.5 

 50 
 80 

7.5 を超え 10 以下  60 

10 を超え 13 以下 
20±0.7 

 85 
130 

13 を超え 19 以下 100 

19 を超え 27 以下 
40±0.7 

170 
265 

27 を超え 40 以下 205 

 

D.2.3.1.2 2 号試験片（JIS 独自） 

2 号試験片の形状及び寸法は，図 D.3 による。 

2 号試験片は，呼び径（又は対辺距離）が 25 mm 以下の線，線材及び棒に用いる。 
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単位 mm 

径又は対辺距離 試験片の原標点距離 

Lo 

平行部長さ 

Lc 

材料の元の径又は 

対辺距離のまま 

8do Lo＋2do以上 

図 D.3－2 号試験片 

D.2.3.2 定形試験片 

製品規格で規定された場合，定形試験片を用いてもよい。 

平行部長さ Lcは，Lo＋bo/2 以上であることが望ましい。疑義のある場合には，試験機が対応可能で，供

試材に十分な寸法がある場合，Lc＝Lo＋2 boとすることが望ましい。それ以外の場合は，受渡当事者間の協

定による。線，線材及び棒の試験片の場合，boに代えて，doを用いる。 

典型的な試験片寸法を図 C.1 及び図 D.4～図 D.7 に示す。 

D.2.3.2.1 4 号試験片（JIS 独自） 

4 号試験片の形状及び寸法は，図 D.4 による。 

 

 
単位 mm 

径 

do 

試験片の原標点距離 

Lo 

平行部長さ 

Lc 

肩部の半径 

R 

14±0.5 50 60 以上 15 以上 

図 D.4－4 号試験片 

4 号試験片は，平行部を機械仕上げする。 

4 号試験片は，図 D.4 の寸法によることができない場合には，𝐿o = 4√𝑆oによって平行部の径及び標点距

離を定めてもよい。 
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D.2.3.2.2 8 号試験片（JIS 独自） 

8 号試験片は，伸び値を必要としない一般鋳鉄品などの引張試験に用いる。 

8 号試験片の形状及び寸法は，図 D.5 による。 

8 号試験片は，図 D.5 の表に示す寸法に鋳造された供試材から採取する。 

 

 
単位 mm 

試験片の種類 

 

供試材の鋳造寸法 

（径） 

平行部長さ 

Lc 

径 

d0 

肩部の半径 

R 

8A 約 13 約 8 8 16 以上 

8B 約 20 約 12.5 12.5 25 以上 

8C 約 30 約 20 20 40 以上 

8D 約 45 約 32 32 64 以上 

 

図 D.5－8 号試験片 

D.2.3.2.3 9 号試験片 

9 号試験片は，図 C.1 による。 

D.2.3.2.4 10 号試験片（JIS 独自） 

10 号試験片の形状及び寸法は，図 D.6 による。 

 

 
単位 mm 

径 

do 

試験片の原標点距離 

Lo 

平行部長さ 

Lc 

肩部の半径 

R 

12.5±0.5 50 60 以上 15 以上 

図 D.6－10 号試験片 

D.2.3.2.5 1 号試験片 

1 号試験片の形状及び寸法は，図 D.7 による。 
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単位 mm 

試験片の種類 幅 

bo 

試験片の 

原標点距離 

Lo 

平行部長さ 

Lc 

肩部の半径 

R 

厚さ 

ao 

1A 40±0.7 200 220 以上 25 以上 もとの厚さまま 

1B 25±0.7 200 215 以上 25 以上 もとの厚さまま 

注記 ISO 6892-1 では，この他に試験片の原標点距離が 80 mm の試験片が規定されている。 

図 D.7－1 号試験片 

D.2.3.2.6 5 号試験片 

5 号試験片は，B.2 による。ただし，肩部の半径は，15 mm 以上とする。 

D.2.3.2.7 13 号試験片 

13 号試験片は，B.2 による。 

D.3 試験片の調製 

D.3.1 一般 

機械加工した試験片の幅，径又は辺の許容差は，表 D.3 による。 

この許容差を適用した例を D.3.2 及び D.3.3 に示す。 

D.3.2 機械加工の許容差 

原断面積 So の計算に，測定値ではなく呼び寸法を用いる場合には，例えば，呼び径 10 mm に対する±

0.02 mm は，次に示す二つの寸法の区間の外にあってはならないことを，表 D.3 は，意味している。 

－ 10 mm＋0.02 mm＝10.02 mm 

－ 10 mm－0.02 mm＝9.98 mm 

D.3.3 寸法変化許容差 

表 D.3 の許容差は，D.3.2 の機械加工の条件を満たす呼び径 10 mm の試験片に対して，測定した最小と

最大の径との差が 0.04 mm を超えてはならないことを意味している。 

したがって，試験片の最小径が 9.99 mm の場合には，最大径は，9.99 mm＋0.04 mm＝10.03 mm 以下でな

ければならない。 
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表 D.3－試験片の断面呼び寸法に関連する許容差 

 単位 mm 

区分 断面呼び寸法 
呼び寸法に対する

機械加工の許容差 a) 
寸法変化許容差 ab) 

円形断面をもつ試験片の径 

長方形／正方形断面をもつ試験片

の四つの辺 

≧ 3 

≦ 6 
±0.01 0.03 

＞ 6 

≦ 10 
±0.02 0.04 

＞ 10 

≦ 18 
±0.03 0.04 

＞ 18 

≦ 30 
±0.06 0.05 

幅方向の両側だけを機械加工した

板状試験片の幅 

≧ 3 

≦ 6 
±0.01 0.03 

＞ 6 

≦ 10 
±0.02 0.04 

＞ 10 

≦ 18 
±0.03 0.06 

＞ 18 

≦ 30 
±0.06 0.10 

＞ 30 

≦ 50 
±0.10 0.10 

注 a) これらの許容差内であれば，原断面積 Soの計算に呼び寸法を用いてもよい。これらの許容差内で

ない場合には，全ての試験片の寸法を測定しなければならない。 

注 b) 平行部長さ Lc全長にわたっての試験片断面呼び寸法の最大値と最小値の差。 

D.4 原断面積 Soの決定 

円形断面及び 4 面を機械加工したく（矩）形断面の試験片が，表 D.3 に規定された許容値を満たしてい

る場合，原断面積 Soの計算に呼び寸法を用いることが可能である。その他の形状の試験片の場合には，各

寸法に対して，±0.5 %以内の精度の適切な測定結果から計算しなければならない。 
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附属書 E 

（規定） 

管に使用する試験片の種類 

E.1 試験片の形状 

試験片には，次の形状が含まれる。 

－ 管状試験片（図 14 参照） 

－ 管のもとの厚さで，管軸方向の円弧状試験片（図 15 参照）又は管軸直角方向の板状試験片 

－ 円形断面棒状試験片（管壁から採取して，機械加工する。） 

機械加工した，管軸方向の円弧状試験片及び管軸直角方向の板状試験片並びに棒状試験片は，厚さが 3 

mm 未満の管の場合には，附属書 B に，また，厚さが 3 mm 以上の管の場合には，附属書 D による。管軸

方向の試験片は，通常，厚さが 0.5 mm を超える管に適用する。 

管軸方向に採取した試験片の平行部は，通常，円弧状断面である。 

E.2 試験片の寸法 

E.2.1 管状試験片 

管状試験片の両端に心金を入れてもよい。それぞれの心金と近い側の標点との間隔は，Do/4 より大きく

なければならない。疑義のある場合には，供試材に十分な寸法がある場合，Doより大きくなければならな

い。 

試験機のつかみ端から標点の方向に突き出る心金の長さは，Do以下でなければならない。また，その形

状は標点距離内の管の変形に影響を及ぼしてはならない。 

E.2.1.1 比例試験片［14C 号試験片（JIS 独自）］ 

14C 号試験片の形状及び寸法は，図 E.1 による。14C 号試験片の断面は，管材から切り取ったままとす

る。14C 号試験片は，つかみ部に心金を入れる。このとき，心金に触れないで変形できる部分の長さは，

(𝐿o +
𝐷o

2
) ~(𝐿o + 2𝐷o)とし，できる限り(Lo＋2Do)とする。 

 

 

 原標点距離𝐿o = 5.65√𝐴（A は試験片の断面積） 

 
図 E.1－14C 号試験片 
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E.2.1.2 定形試験片［11 号試験片（JIS 独自）］ 

11 号試験片の形状及び寸法は，図 E.2 による。 

11 号試験片の平行部の断面は，管材から切り取ったままとし，つかみ部に心金を入れるか又はつち打ち

して平片とする。 

なお，つかみ部につち打ちして平片とした場合の平行部長さは，100 mm 以上とする。 

 

 

図 E.2－11 号試験片 

 

E.2.2 管軸方向の円弧状試験片又は管軸直角方向の板状試験片 

管軸方向の円弧状試験片の平行部（長さ Lc）の範囲は，へん平加工してはならない。ただし，試験機の

つかみ部は，平らにしてもよい。 

附属書 B 及び附属書 D で規定していない管軸方向の円弧状試験片又は管軸直角方向の板状試験片の寸

法は，製品規格による。 

管軸直角方向の板状試験片を平らにする場合には，特に注意を払わなければならない。 

E.2.2.1 比例試験片［14B 号試験片（JIS 独自）］ 

14B 号試験片は，D.2 による。 

E.2.2.2 定形試験片［12 号試験片（JIS 独自）］ 

12 号試験片の形状及び寸法は，図 E.3 による。 

12 号試験片の平行部の断面は，管材から切り取ったままの円弧状とする。ただし，試験片のつかみ部は，

室温でつち打ちして平片としてもよい。 

 

 
単位 mm 
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試験片の種類 幅 

bo 

原標点距離 

Lo 

平行部長さ 

Lc 

肩部の半径 

R 

厚さ 

ao 

12A 19±0.7 50 約 60 15 以上 元の厚さのまま 

12B 25±0.7 50 約 60 15 以上 元の厚さのまま 

12C 38±0.7 50 約 60 15 以上 元の厚さのまま 

図 E.3－12 号試験片 

E.2.3 円形断面棒状試験片 

試験片の採取方法は，製品規格による。 

E.3 原断面積 Soの決定 

試験片の Soは，±1 %以内の精度で測定する。 

管状試験片又は管軸方向の円弧状若しくは管軸直角方向の板状試験片の平方ミリメートル単位の原断面

積 Soは，試験片の質量，測定した試験片の長さ及び材料の密度から次の式(E.1)によって求めてよい。ただ

し，管軸方向の円弧状又は管軸直角方向の板状試験片は，試験片全長にわたり，断面形状が等しくなけれ

ばならない。 

 

𝑆o =
1 000 ∙ 𝑚o

𝜌 ∙ 𝐿t

  ····································································· (E.1) 

ここで， mo： 試験片の質量（g） 

 Lt： 試験片の全長（mm） 

 ρ： 試験片の材料密度（g・cm－3） 

 

管軸方向の円弧状試験片の原断面積は，次の式(E.2)によって計算することが望ましい。 

bo/Do＜0.25 の場合， 

𝑆o = 𝑎o𝑏o [1 +
𝑏o

2

6𝐷o(𝐷o−2𝑎o)
] ························································· (E.2) 

ここで， ao： 管の厚さ 

 bo： 試験片の平均幅 

 Do： 管の外径 

管軸方向の円弧状試験片の原断面積は，次の式(E.3)によってもよい。 

𝑆o = 𝑎o(𝐷o − 𝑎o) sin−1
𝑏o

𝐷o − 𝑎o

  ················································ (E.3) 

注記 1 ISO 6892-1 では，次の式によって計算することが規定されている。 

𝑆o =
𝑏o

4
(𝐷o

2 − 𝑏o
2)1/2

+
𝐷o

2

4
sin−1 (

𝑏o

𝐷o

) −
𝑏o

4
[(𝐷o − 2𝑎o)2 − 𝑏o

2]1/2

− (
𝐷o − 2𝑎o

2
)

2

sin−1 (
𝑏o

𝐷o − 2𝑎o

) 

注記 2 ISO 6892-1 では，bo/Do＜0.25 の場合に，式(E.2)を，bo/Do＜0.1 の場合に，So＝aoboを，それぞれ

使用することが可能としている。 
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管状試験片の場合には，次の式(E.4)によって原断面積を求める。 

𝑆o = 𝜋𝑎o(𝐷o − 𝑎o)  ································································· (E.4) 
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附属書 F 

（参考） 

試験機の剛性を考慮したクロスヘッド変位速度の見積り 

式(JA.1)は，試験装置のいかなる弾性変形（フレーム，ロードセル，つかみ部など）も考慮していない。

注目する点（例えば，Rp0.2）における試験片の剛性によって，試験装置のたわみに対する補正を推定する

ことが可能である。注目する点が，弾性領域を超えている場合（例えば，Rp0.2），応力－ひずみ曲線の弾性

部の試験片剛性を用いると，補正は，著しく過大評価になる。試験装置の剛性は，適用されているつかみ

部の構造及び分類も既知でなければならない。構造によっては，つかみ部が，試験中に試験片に食い込む

につれて，試験機の剛性が，実質的に増加する場合がある。試験装置の剛性を注目する点で見積もること

が，重要である。 

必要に応じて，注目する点の試験片剛性及び注目する点の応力－ひずみ曲線の傾きを用いて，次に示す

手順で，試験中の試験装置のたわみを補正したクロスヘッド変位速度を計算する。試験中に適切に計算し

たことを確認するために，注目する点におけるひずみ速度の結果を確認することが望ましい。 

試験中の注目点での，s－1（秒の逆数）単位の平行部の推定ひずみ速度�̇�mは，次の式(F.1)による（参考文

献[39]参照）。 

�̇�m = 𝜈𝑐/ (
𝑚 ∙ 𝑆o

𝐶𝑀

+ 𝐿𝑐)  ·························································· (F.1) 

ここで， CM： 試験装置の剛性（N/mm），（例えば，くさび形つかみ

を使用し，剛性が直線的に変化しない，Rp0.2のような

注目する点付近） 

 Lc： 試験片の平行部長さ（mm） 

 m： 試験の任意の時点での応力－伸び計伸び（%）曲線の

傾き 

（例えば，Rp0.2のような注目する点付近）（MPa） 

 So： 原断面積（mm2） 

 vc： クロスヘッド変位速度（mm・s－1） 

注記 応力－ひずみ曲線の直線的な部分から算出される m 及び CMの値は，使用不可能である。 

式(JA.1)は，試験機の剛性の影響を補償していない（JA.1 参照）。クロスヘッド変位で試験を制御する場

合，次の式(F.2)によって得られるクロスヘッド変位速度によって，要求されたひずみ速度のより適切な近

似値を実現することが可能である。 

𝜈𝑐 = �̇�m (
𝑚 ∙ 𝑆o

𝐶𝑀

+ 𝐿𝑐)  ·························································· (F.2) 

式(F.1)及び式(F.2)を使用するためには，使用する試験装置全体（試験機，力計，試験片つかみ構造）の剛

性 CMを知っておく必要がある。参考文献[53]で述べられた，次の手順によって，剛性 CMの正確な値が与

えられる。 

試験しようとする材料と同じ形状で，近似した物性の試験片を，既知で一定の遅いクロスヘッド変位速

度で試験し，次のパラメータを決定する。 

－ 注目する点付近の傾き m（応力－ひずみ曲線を用いる） 

－ 注目する点付近のひずみ速度（伸び計伸び－時間曲線を用いる） 

剛性は，次の式(F.3)によって計算することが可能である［式(F.1)又は式(F.2)を変換］。 
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𝐶M =
𝑚 ∙ 𝑆o

𝜈𝑐

�̇�m
− 𝐿c

  ······································································· (F.3) 

この手順は，適用する範囲で，不連続な降伏挙動がない材料だけに適用することが望ましい。不連続又

は鋸歯状の降伏挙動のある材料では，剛性の知見は，不要である。これは，クロスヘッド変位速度𝜈𝑐の計

算に，平行部の推定ひずみ速度�̇�𝐿c
及び式(F.2)の代わりに簡略化した式(JA.1)（JA.1 参照）を用いることが

望ましいからである。 
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附属書 G 

（規定） 

軸引張試験による金属材料の弾性係数の測定 

（対応国際規格の記載を不採用とした。） 

 
  



55 

Z 2241：9999  

 

附属書 H 

（参考） 

規定値が 5 %未満の破断伸び（%）の測定 

破断伸び（%）の規定値が 5 %未満の材料の測定を行う場合には，事前の対策をとることが望ましい。 

推奨方法の一つを次に示す。 

試験前に，平行部の両端に微小なしるしを一つずつ付けることが望ましい。原標点距離に合わせたコン

パス（needle-pointed dividers）を使用して，先のしるしを中心にそれぞれ弧をけがく。破断後，破断した試

験片を治具に置き，できれば，ねじを利用して軸方向に圧縮力を加えながら突き合わせ，測定中これらの

試験片をしっかりと固定する。破断位置に近い側の最初の平行部の端のしるしから，同じ半径で，二つ目

の弧をけがき，二つの弧の距離を顕微鏡又は適切な測定装置を用いて測定する。けがき線を見やすくする

ために，試験前に試験片に染料フィルムをはり付けてもよい。 

注記 他の測定方法を 20.3 に規定している（伸び計を用いて測定する方法）。 

 

 

a) 試験前 

 

 

b) 試験後 

 記号説明 

Lo ：原標点距離 

Lc ：平行部長さ 

ΔLf ：破断時の伸び 

r ：平行部の端のしるしを基点としてけがく円弧の半径（r＝Lo） 

1 ：平行部の端に付けるしるし 

2 ：平行部の端のしるしを基点として原標点距離に合わせたコンパスでけがく円弧 

3 ：破断後，平行部の端のしるしを基点として原標点距離に合わせたコンパスでけがく円弧 

 
図 H.1－規定値が 5 %未満の破断伸び（%）の測定方法例 
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附属書 I 

（参考） 

原標点距離を分割して破断伸び（%）を測定する方法 

試験片の破断位置が，20.4 の条件を外れるが，標点間でネッキングが起こる現象によって，試験が無効

になることを避けるために，受渡当事者間の協定によって，適用してもよい事項を示す。 

a) 試験前に，原標点距離 Loを 5 mm（推奨）～10 mm の間の適切な長さに N 等分する。 

b) 試験後，破断した試験片の短い方の標点を X とする。破断位置から，X と同じ距離にある破断した試

験片の長い側の位置を Y とする。 

n を，X と Y との間の等分目盛の数として，破断伸びは，次によって求める。 

1) N－n が偶数の場合［図 I.1 a)参照］は，X と Y との距離 lXY及び Y と目盛線 Z との距離 lYZを測定

する。目盛線 Z は，Y から(N－n)/2 の位置。 

破断伸び（%）は，式(I.1)による。 

𝐴=
𝑙XY + 2𝑙YZ − 𝐿o

𝐿o

× 100  ·························································· (I.1) 

2) N－n が奇数の場合［図 I.1 b)参照］は，X と Y との距離 lXY，Y と目盛線 Z'との距離 lYZ'及び Y と Z''

との距離 lYZ''を測定する。Z'及び Z''の位置は，次による。 

目盛線 Z'は，Y から(N－n－1)/2 の位置。 

目盛線 Z''は，Y から(N－n＋1)/2 の位置。 

破断伸び（%）は，式(I.2)によって求める。 

𝐴=
𝑙XY + 𝑙YZ' + 𝑙YZ" − 𝐿o

𝐿o

× 100  ··················································· (I.2) 
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a) N－nが偶数の場合 

 

 

b) N－nが奇数の場合 

 記号説明 

n：X と Y との間の目盛の数 

N：等分目盛の数 

X：破断した試験片の長さの短い側の標点 

Y：破断した試験片の長さの長い側の標点 

Z，Z'，Z''：目盛線 

注記 試験片のつかみ部の形状は，参考である。 

 
図 I.1－破断伸び（%）の測定例 
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附属書 J 

（参考） 

棒，線材及び線のネッキングを伴わない場合の塑性伸び（%）の測定 

棒，線材及び線のネッキングを伴わない場合の塑性伸び（%）の測定について，破断した試験片の長い

側に対して行う方法を示す。 

試験前の標点間に連続する 2 点間の距離が，初期標点距離の何分の一かになるように，等間隔のしるし

を付け，この間隔を L'oとする。L'oは，±0.5 mm 以内の精度でしるしを付けることが望ましい。破断後の

最終標点距離 L'u の測定は，破断後の試験片に付けたしるし間の最も長い部位で行い，±0.5 mm 以内の精

度で行う。 

測定を有効なものとするために，次の条件を満たすことが望ましい。 

a) 測定領域は，破断位置から少なくとも 5do以上離れている。また，少なくともつかみから，2.5do以上

離れている。 

b) 測定した最終標点距離は，少なくとも製品規格で規定する規定値以上である。 

ネッキングを伴わない塑性伸び（%）の計算は次の式(J.1)によって行う。 

100
'

''

o

ou
wn 




L

LL
A ··································································· (J.1) 

注記 多くの金属材料では，最大試験力は，ネッキングを開始する領域で生じる。そのため，これらの

材料の Ag及び Awnに対する試験力は，ほぼ等しい。大きな差異を示すのは，2 回圧延を行ったぶ

りきのように，大きい冷間加工を受けた材料若しくは放射線の照射を受けた構造用鋼，又は高温

で行った試験などである。 
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附属書 K 

（参考） 

不確かさの見積もり 

K.1 一般 

この附属書では，この規格に従って測定した値の不確かさを見積もる手順の指針を示す。不確かさへの

寄与は，材料と独立しているもの（material independent）と材料に依存したものがあるため，この試験方法

に対する不確かさの完全な記述を示すことは不可能である。ISO/IEC Guide 98-3 [4]は，種々の要因による

不確かさを集大成する厳密な統計手法に基づいた，90 ページを超える包括的文書である。その複雑さから，

多くの組織が単純化した文書を作成するための原動力となっている（NIS 80[15]，NIS 3003[16]及び参考文

献[23]を参照）。これらの文書は，全て，不確かさバジェット（uncertainty budget）の概念に基づいて測定の

不確かさを見積もる指針である。詳細は，EN 10291[11]及び参考文献[24]を参照。不確かさの評価に関する

追加情報は，参考文献[25]及び参考文献[26]が利用可能である。ここで示す測定の不確かさは，材料の不均

一さから生じるばらつき，例えば，一つのバッチ，押出し又は圧延コイルの先端及び後端の形状，鋳造の

異なる位置などについては，述べていない。ここでの不確かさは，理想的に均一な材料に対して，異なる

試験，異なる試験機，及び異なる試験室から得られる結果のばらつきによるものである。次では，様々な

影響について説明し，不確かさを決定するための指針を示す。 

なお，表 K.2～表 K.4 で用いられる再現性の値は，ISO/IEC Guide 98-3 [4]に従った範囲の半分であり，

マイナス側及びプラス側にばらつきの許容値があると理解するとよい。 

見積もった不確かさを，製品規格の規定値に組み合わせて，合否を判定するために用いてはならない（箇

条 23 参照）。 

K.2 不確かさの見積もり 

K.2.1 一般 

パラメータである標準不確かさ u は，二つの方法で見積もることが可能である。 

K.2.2 タイプ A－繰り返し測定による方法 

𝑢=
𝑠

√𝑛
  ············································································· (K.1) 

 
ここで， s： 測定値の標準偏差 

 n： 測定の数。測定は，通常の状態で行われ，平均値が結

果として報告される。 

K.2.3 タイプ B－校正証明書又は許容値のような他の情報による方法 

この場合は，真値は，規定された範囲内で均等に存在するため，く形又は一様分布で示される。標準不

確かさは，次の式(K.2)による。 

𝑢=
𝑎

√3
  ············································································· (K.2) 

 
ここで， a： その量が存在すると仮定される区間の幅の半分 

多くの場合，量 y の見積もりは，他の量の測定を含んでいる。y の不確かさを見積もるには，これら全

ての測定の不確かさの成分を考慮しなければならない。これは，合成不確かさ（combined uncertainty）とし
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て知られている。単純に一連の測定値 x1，x2，･･･，xnを加算又は減算する場合には，y の合成不確かさ u(y)

は，次の式(K.3)による。 

𝑢(𝑦)=√𝑢(𝑥1)2 + 𝑢(𝑥2)2 + ⋯ + 𝑢(𝑥𝑛)2  ····································· (K.3) 

 
ここで， u(x1)： パラメータ x1の不確かさなど 

K.3 試験結果の不確かさに影響を及ぼす装置のパラメータ 

引張試験で得られる結果の不確かさには，使用した装置の構成要素を含む。種々の試験結果は，それら

を測定した方法に起因する異なる不確かさ成分を含んでいる。引張試験で測定するいくつかの一般的な材

料特性に対して，装置の不確かさ成分として考慮するのが望ましいものを，表 K.1 に示す。ある特性の試

験結果は，他の特性より小さい不確かさで測定することが可能である。例えば，上降伏応力 ReH は，試験

力及び試験片の断面積の測定の不確かさだけに依存するが，一方，耐力 Rpは，試験力，伸び計伸び，標点

距離，試験片の断面積及び他のパラメータに依存する。また，絞り Z の場合には，試験片の破断前後の断

面積の測定の不確かさを考慮する必要がある。 

 

表 K.1－測定装置に起因する試験結果に対する不確かさの寄与 

パラメータ 試験結果 

ReH ReL Rm Rp A Z 

試験力 X X X X － － 

伸び計伸び － － － X X － 

標点距離 － － － X X － 

So X X X X － X 

Su － － － － － X 

記号説明 

X：該当する 

－：該当しない 

表 K.1 に示される試験結果の不確かさは，測定に用いた装置の校正証明書から求めてもよい。例えば，

試験力というパラメータに対する標準不確かさは，使用した試験機が 1.4 %の認証された不確かさをもっ

ている場合，(1.4/2) %又は 0.70 %となる。引張試験機及び伸び計に対する等級 1 級が，必ずしも不確かさ

1 %を保証しているものではないことに注意することが望ましい。これらの不確かさは，かなり大きい場

合又は小さい場合がある（例えば，試験力は，JIS B 7721 参照。）ので，装置の校正証明書を参考にするこ

とが望ましい。異なる環境条件下において，校正及び使用してからの装置のドリフトによる不確かさへの

寄与も，考慮することが望ましい。 

試験力及び伸びの測定における不確かさを考慮して，式(K.3)に従って計算例を進めると，ReH，ReL，Rm

及び A は，平方和の平方根として，次のようになる。 

√(
1.4

2
)

2

+ (
1

√3
)

2

= √0.702 + 0.582 = 0.91 

耐力 Rpの不確かさを見積もる場合には，測定装置の等級から求めた標準不確かさ成分の合計を単純に適

用することは不適切で，試験力－伸び計伸び曲線を調べなければならない。例えば，不確かさを測定する

伸びの範囲全体で試験力の変化がないような試験力－伸び計伸び曲線上で Rpを測定する場合には，伸び計

伸びの測定装置に起因する試験力の不確かさは，僅かである。一方，伸び計伸びに対して試験力が大きく

変化するような試験力－伸び計伸び曲線上のある点で Rpを測定する場合には，報告される試験力の不確か

さは，試験装置の等級による不確かさ成分よりも，かなり大きなものとなる場合がある。また，応力－伸
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び計伸び曲線（%）が，その弾性範囲内で理想的な直線でない場合に，弾性部分の傾き（mE）を求めると，

Rpの結果に影響を及ぼす場合がある。 

 

表 K.2－測定装置に起因する試験結果に対する不確かさの寄与の例 

単位 % 

パラメータ 
試験結果 a) 

ReH ReL Rm A Z 

試験力 1.4 1.4 1.4 － － 

伸び計伸び － － － 1.4 － 

標点距離 Le，Lo － － － 1 － 

So 1 1 1 － 1 

Su － － － － 2 

注 a) 数値は，あくまで参考である。 

パーセント単位の Z の合成不確かさ uZは，次の式(K.4)による。 

𝑢Z = √(
𝑎𝑆o

√3
)

2

+ (
𝑎𝑆𝑢

√3
)

2

= √(
1

√3
)

2

+ (
2

√3
)

2

= √0.5772 + 1.1552

= √0.33 + 1.33 = 1.29 

 ········ (K.4) 

同様の手順で求めたそれぞれの試験結果の合成標準不確かさの例を表 K.3 に示す。 

 

表 K.3－合成標準不確かさの例 

単位 % 

それぞれのパラメータの合成標準不確かさ 

ReH ReL Rm A Z 

0.91 0.91 0.91 0.91 1.29 

ISO/IEC Guide 98-3[4]に従って，総合拡張不確かさは，包含係数 k を合成標準不確かさに乗じることに

よって求める。95 %の信頼限界に対しては，k＝2 である。 

 

表 K.4－信頼水準 95 %（k＝2）の例（表 K.3 に基づく） 

単位 % 

信頼水準 95 %（k＝2）のそれぞれのパラメータ 

ReH ReL Rm A Z 

1.82 1.82 1.82 1.82 2.58 

同じ単位の不確かさ成分だけが，この計算で示したように加算することが可能である。引張試験に関す

る測定の不確かさのさらなる詳細な情報は，CWA 15261-2[9]及び参考文献[27]を参照する。 

特定の材料試験に関して，定期的に計画的する標本試験（sample test）及び結果の標準偏差を記録するこ

とが強く推奨される。長期間の標本試験から得られたデータの標準偏差は，試験の不確かさが，予想され

る範囲内かどうかを示すよい指標となる可能性がある。 

K.4 材料及び／又は試験手順によるパラメータ 

引張試験によって得られる試験結果の精度は，試験する材料，試験機，試験手順及び求めようとする材
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料の特性を計算するために使用する方法に依存する。理想的には，次の全ての因子を考慮することが望ま

しい。 

a) 試験温度 

b) 試験速度 

c) 試験片の形状及び加工方法 

d) 試験片のつかみ方法及び試験力の軸からのずれ 

e) 試験機の特性（剛性，駆動方式及び制御モード） 

f) 引張特性の測定をする作業者及びソフトウエアによる誤差 

g) 伸び計の据付け構造 

これらの因子の影響は，固有の材料挙動に依存し，決まった値にすることは不可能である。影響が分か

っている場合には，K.3 で示すように，不確かさの計算の考慮に入れることが可能である。測定の拡張不

確かさの見積もりに，不確かさの追加因子が含まれることがありえる。これは，次の手順で行うことが可

能である。 

h) 使用者は，測定する試験の特性に直接又は間接に影響する可能性がある全ての因子を識別しなければ

ならない。 

i) それらの相対的な寄与は，試験する材料及び特別な試験条件によって変化する場合がある。寄与する

可能性のある不確かさの因子のリストをそれぞれの試験所が準備し，結果への影響を見積もることを

奨めている。有意な影響が認められた場合には，その不確かさ ui は，計算に含めなければならない。

不確かさ uiは，測定値に対する因子 i の不確かさであり，式(K.3)によって百分率で決められる値であ

る。ui に対する特定の因子の分布形状（正規，く形など）を特定しなければならない。次に，結果に

対する標準偏差の影響を求めなければならない。これが標準不確かさである。 

工業試験所（industrial laboratories）と近い条件で測定される結果の総合不確かさ（overall uncertainty）は，

室間試験によって求めてもよい。ただし，これらの試験は，試験方法による不確かさから材料の不均一性

に関する影響を分離していない。 

適切な標準試験片（suitable reference material）が利用できるようになり，それが，現時点では，定量化の

難しいつかみ及び曲がりの影響を含んだ所定の試験機の測定の不確かさの見積もりの有効な手段を提供す

ることは，高く評価されるだろう。標準試験片の例として，IRMM から供給される BCR-661（Nimonic 75）
2)がある。 

注 2) この情報は，この規格の利用者の便宜のために与えられたものであり，ISO によって製品名称を

制定したものではない。同様な結果が示される場合，等価製品を用いてもよい。 

代替法として，品質管理の目的で，ばらつきの小さい材料（非認証標準試験片：non-certified reference 

material）による定期的な所内点検試験を実施することが望ましい（参考文献[28]参照）。 

標準試験片を使用することなしに正確な不確かさの値を求めることが，非常に難しい例がいくつかある。

信頼性の高い不確かさの値が重要とされる場合には，測定の不確かさを確認するために，標準試験片又は

非認証標準試験片を使用することが望ましい。使用できる標準試験片がない場合には，適切な相互比較実

験が必要である（参考文献[21]及び参考文献[30]参照）。 
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附属書 JA 

（規定） 

ひずみ速度に基づいた試験方法（試験方法 2） 

JA.1 一般 

ひずみ速度に基づいた試験方法は，ひずみ速度に影響を受けるパラメータが測定される瞬間の試験速度

の変動を最小にし，その試験結果の測定の不確かさを最小にすることを意図している。 

ここでは，異なる二種類のひずみ速度に基づく制御について規定する。 

－ ひずみ速度に基づく試験方法のうち，閉ループは，伸び計から得られたフィードバックに基づいて，

ひずみ速度�̇�𝐿𝑒
自体を制御することを含む。 

－ ひずみ速度に基づく試験方法のうち，開ループは，平行部の推定ひずみ速度�̇�𝐿𝑐
の制御を含む。平行部

の推定ひずみ速度の制御は，必要なひずみ速度に平行部長さを掛けることによって計算されたクロス

ヘッド変位速度を使用することによって達成される［式(JA.1)参照］。 

注記 1 開ループの，より厳密なひずみ速度推定手順を附属書 F に示している。 

速度制御に適用するひずみ速度を計算するための時間間隔は，0.1 秒より長くすることが望ましい。 

注記 2 ひずみ速度を計算するための時間間隔が長くなると，速度変化が制御に十分反映されない結果

になるので，注意が必要である。逆に時間間隔が短いと，その時間内で標点間の長さ変化が伸

び計で捉えられない可能性がある。この時間間隔で変化する標点間長さが試験速度制御に用い

る伸び測定装置の精度で十分に捉えられることを考慮して，時間を決定するのがよいことを意

味している。 

注記 3 試験方法 2 には，通常，精度が 0.1 μm 以下の伸び計が用いられる。 

材料が不連続な降伏を示さず，試験力がほぼ一定値を維持する場合，ひずみ速度�̇�𝐿e
と平行部の推定ひず

み速度�̇�𝐿c
とはほぼ等しくなる。材料が不連続又は鋸歯状の降伏を示す場合（例えば，降伏伸び域での一部

の鋼及び Al-Mg 合金，又は Portevin-Le Chatelier のような鋸歯状の降伏を示す材料），又はネッキングを起

こす場合は，差異が存在する。試験力が増加すると，ひずみ速度［式(JA.1)によってクロスヘッド変位速度

を計算した場合］は，試験機の剛性（compliance）のため，目標ひずみ速度を下回る可能性がある。 

試験速度は，次の要求事項に適合しなければならない。 

a) 特に指定のない限り，予想される降伏応力の 1/2 の応力までは，任意の試験速度を適用してよい。こ

の範囲を超えて，ReH，Rp，Rtを測定するには，指定されたひずみ速度�̇�𝐿e
（又は開ループの場合はクロ

スヘッド変位速度 νc）を適用する。この範囲では，引張試験機の剛性の影響を除去するために，試験

片に取り付けた伸び計によってひずみ速度を正確に制御することが必要である。ひずみ速度によって

試験機が制御できない場合には，ひずみ速度に基づく試験方法のうち，開ループ（平行部の推定ひず

み速度を用いる方法）を使用してもよい。 

注記 4 予想される降伏応力は，製品規格で規定された下限値を適用することが可能である。 

b) 不連続降伏中は，平行部の推定ひずみ速度（3.7.2 参照）を適用することが望ましい。この範囲では，

伸び計標点距離の外側で局所的な降伏（local yielding）が発生する可能性があるため，試験片にクラン

プされた伸び計を使用して，ひずみ速度を制御することは不可能である。この範囲では，クロスヘッ
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ド変位速度 νc（3.7.3 参照）（開ループ）を一定に保つことによって，平行部の推定ひずみ速度を規定

内に十分正確に維持してもよい。 

𝜈c = 𝐿c�̇�𝐿𝑐
  ··········································································· (JA.1) 

ここで， �̇�𝐿𝑐
： 平行部の推定ひずみ速度 

 𝐿c： 平行部長さ 

c) Rp又は Rt若しくは降伏の終了（3.7.2 参照）以降は，𝑒𝐿e
̇ 又は𝑒𝐿c

̇ を適用することが可能である。伸び計

標点距離の外側でネッキングが発生する場合に起こるかもしれない制御上の問題を回避するために，

𝑒𝐿c
̇ を適用することが望ましい。 

JA.2～JA.4 に関連した特性値を測定する間，JA.2～JA.4 に規定したひずみ速度を維持しなければならな

い（図 9 参照）。ただし，速度切り替えによる非定常部は除く。また，ひずみ速度�̇�𝐿e
が規定値を外れても，

クロスヘッド変位速度 νcの変化がなければ，その試験は，有効としてもよい。 

他のひずみ速度又は他の制御モードに切り替えるときには，Rm，Ag 又は Agt の値に影響してしまうよう

な応力曲線の不連続が生じないことが望ましい（図 10 参照）。この影響は，速度を適切に徐々に切り替え

ることによって，軽減することが可能である。 

加工硬化域での応力－伸び計伸び曲線の形状も，ひずみ速度に影響される。適用する試験速度を報告す

ることが可能である（10.3.1 参照）。 

JA.2 上降伏応力 ReH，又は耐力パラメータ Rp及び Rtの測定のためのひずみ速度 

ひずみ速度�̇�𝐿e
は，ReH，若しくは Rp又は Rtの測定までの間，できる限り，一定値にしなければならない。

これらの特性値を測定する間，ひずみ速度�̇�𝐿e
は，次に規定する範囲のいずれかとしなければならない（図

9 参照）。 

範囲 1：�̇�𝐿e
＝(0.000 07 ± 0.000 014) s−1 

範囲 2：�̇�𝐿e
＝(0.000 25 ± 0.000 05) s−1（他に規定がない場合，推奨） 

試験機がひずみ速度を直接制御できない場合は，開ループを適用しなければならない。 

JA.3 下降伏応力 ReL及び降伏伸び Ae測定のためのひずみ速度 

上降伏応力が現れた後（A.3.2 参照），平行部の推定ひずみ速度�̇�𝐿𝑐
は，不連続な降伏が終わるまで，次に

規定する範囲のいずれかとしなければならない（図 9 参照）。 

範囲 2：�̇�𝐿𝑐
＝(0.000 25 ± 0.000 05) s−1（他に規定がない場合，推奨） 

範囲 3：�̇�𝐿𝑐
＝(0.002 ± 0.000 4) s−1 

JA.4 引張強さ Rm，破断伸び（%）A，最大試験力時全伸び（%）Agt，最大試験力時塑性伸び（%）Ag

及び絞り Z測定のためのひずみ速度 

要求された降伏応力又は耐力の測定の後，平行部の推定ひずみ速度�̇�𝐿𝑐
は，次に規定する範囲のいずれか

としなければならない（図 9 参照）。 
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範囲 2：�̇�𝐿𝑐
＝(0.000 25 ± 0.000 05) s−1 

範囲 3：�̇�𝐿𝑐
＝(0.002 ± 0.000 4) s−1 

範囲 4：�̇�𝐿𝑐
＝(0.006 7 ± 0.001 33) s−1［(0.4±0.08) min－1］（他に規定がない場合，推奨） 

引張強さを測定するためだけに，試験を行う場合には，平行部の推定ひずみ速度として，範囲 3 又は範

囲 4 を試験全体に適用してもよい。 
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附属書 JB 

（参考） 

試験片断面積の算出に必要な測定箇所数 

JB.1 試験片平行部の原断面積の求め方 

箇条 7 では，“試験片の各寸法は，平行部内の標点の間で，長手方向に直角に，十分な箇所数を測定する

のがよい。”と規定している。通常，標点間の両端部及び中央部の 3 か所の測定値の平均から求めている。

ただし，附属書 E に規定する管状試験片の場合は，試験片端部の測定によって求める。 

JB.2 試験片平行部の寸法測定を 1 か所とする考え方 

試験片平行部及び，機械加工を行わない試験片の場合は，つかみ間の断面積が，全長にわたって均一で，

断面積変化（最大値－最小値）が 0.5 %以内であることが十分管理されている場合，寸法の長手方向測定箇

所を 1 か所としてもよい。個々の寸法については，表 JB.1～表 JB.3 の許容差を超えないように十分管理

されている場合，寸法の長手方向測定箇所を 1 か所としてもよい。 

 

表 JB.1－試験片の寸法許容差（円形断面試験片） 

単位 mm 

呼び径 許容差 

 10 以上 12 未満 ±0.025 

 12 以上 16 未満 ±0.03 

 16 以上 ±0.04 

 

表 JB.2－試験片の寸法許容差（厚さ 6 mm 未満の長方形断面試験片） 

単位 mm  単位 mm 

呼び厚さ 許容差  呼び幅 許容差 

0.6 以上 1.2 未満 ±0.002  12.5 以上 25 未満 ±0.02 

1.2 以上 2.5 未満 ±0.004  25 以上 ±0.04 

2.5 以上 6 未満 ±0.01    

 

表 JB.3－試験片の寸法許容差（厚さ 6 mm 以上の長方形断面試験片） 

単位 mm  単位 mm 

呼び厚さ 許容差  呼び幅 許容差 

 6 以上 12 未満 ±0.02  25 以上 40 未満 ±0.05 

12 以上 20 未満 ±0.04  40 以上 ±0.10 

20 以上 ±0.05    
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附属書 JC 

（参考） 

試験片－試験片番号及びその概要 

 

表 JC.1－試験片番号とその概要 

試験片番号 
JIS 

独自 

試験片 

形状 

比例／定形 

の別 

対応する 

附属書 
備考 

1 号 1A － 板状 定形 D.2.3.2.5 ISO 規格では，他に試験片幅 20 mm，原標点距

離 80 mm の試験片が規定されている。 1B － 板状 定形 

2 号 〇 棒状 比例 D.2.3.1.2 － 

4 号 〇 棒状 定形 D.2.3.2.1 － 

5 号 － 板状 定形 B 

（D.2.3.2.6） 

ISO 規格の Table B.1 の Test piece type 3 に相当 

8 号 8A 〇 棒状 定形 D.2.3.2.2 － 

8B 〇 棒状 定形 

8C 〇 棒状 定形 

8D 〇 棒状 定形 

9 号 9A － 棒状 定形 C 

（D.2.3.2.3） 

－ 

9B － 棒状 定形 

10 号 〇 棒状 定形 D.2.3.2.4 － 

11 号 〇 管状 定形 E.2.1.2 － 

12 号 12A 〇 板状 定形 E.2.2.2 管軸方向の試験片は，円弧状 

12B 〇 板状 定形 

12C 〇 板状 定形 

13 号 13A － 板状 定形 B 

（D.2.3.2.7） 

ISO 規格の Table B.1 の Test piece type 1 に相当 

13B － 板状 定形 ISO 規格の Table B.1 の Test piece type 2 に相当 

14 号 14A 〇 棒状 比例 D.2.3.1.1 － 

14B 〇 板状 比例 D.2.3.1.1 

E.2.2.1 

管軸方向の試験片は，円弧状 

14C 〇 管状 比例 E.2.1.1 － 
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附属書 JD 

（参考） 

JIS と対応国際規格との対比表 

 
JIS Z 2241 ISO 6892-1:2019，（MOD） 

 

a) JIS の箇

条番号 

b) 対応国際

規格の対

応する箇

条番号 

c) 箇条ご

との評

価 

d) JIS と対応国際規格との技術的差異の

内容及び理由 

e) JIS と対応国際規格

との技術的差異に対

する今後の対策 

3 3 追加 JIS では，受渡当事者間の協定によって，ReL

を ReHとしてもよいことを追加した。 

国内独自の運用である。 

削除 JIS では，対応国際規格の附属書 G を不採

用としたため，弾性係数を 0.1 GPa に丸めて

報告することを削除した。 

国内独自の運用である。 

4 4 削除 JIS では，厚さ記号 T（鋼管の製品規格で使

われる記号）を削除した。 

技術的差異は，軽微であ

る。 

削除 JIS では，対応国際規格の附属書 G を不採

用としたため，R1及び R2を削除した。 

国内独自の運用である。 

変更 JIS では，doを棒状試験片の直径とし，その

内容を注として説明した。 

技術的差異は，軽微であ

る。 

5 5 変更 JIS では，規定された以外の温度で実施され

る試験及び／又は校正データに対する影響

を試験室が評価することを，推奨事項とし

た。 

技術的差異は，軽微であ

る。 

6 6 追加 JIS では，6.1.1 に試験片に対する矯正の注

意事項を追加した。 

技術的差異は，軽微であ

る。 

変更 JIS では，他の使用できる試験片について，

具体的に列挙せず，“別に製品規格又は国家

規格で規定されている場合”と変更した。 

技術的差異は，軽微であ

る。 

追加 JIS では，6.1.2 に試験片に，寸法誤差の範

囲で，テーパを付けてもよいことを追加し

た。 

技術的差異は，軽微であ

る。 

追加 JIS では，6.2 に試験片の分類及び試験片の

仕様区分を追加した。 

必要に応じて，ISO への

提案を検討する。 

7 7 追加 JIS では，附属書 B～附属書 E に規定がな

い場合の寸法測定精度について追加した。 

必要に応じて，ISO への

提案を検討する。 

8 8 追加 JIS では，指定された試験条件によって，試

験片の原標点距離が明らかな場合は，比例

定数又は原標点距離を追記しなくてもよい

こととした。 

対応国際規格では，推奨

事項であり，技術的差異

は，軽微である。 

追加 JIS では，塗布した塗料の上にけがき線をし

るすことを許容した。 

技術的差異は，軽微であ

る。 

9 9 変更 JIS では，応力増加速度に基づいた試験方法

では，伸び計の等級を 2 級以上とした。 

国内実態を反映したが，

今後，伸び計等級 1 級の

普及時には，対応国際規

格を採用する予定。 
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10 10 変更 対応国際規格では，ひずみ速度に基づいた

試験方法と応力増加速度に基づいた試験方

法とをこの箇条に規定している。JIS では，

各試験方法の名称を応力増加速度に基づい

た試験方法を試験方法 1，ひずみ速度に基づ

いた試験方法を試験方法 2 と変更し，試験

方法 1 だけをこの箇条で規定し，試験方法

2 は，附属書 JA として規定した。 

技術的差異は，軽微であ

る。 

  変更 表 5 の弾性係数 150 MPa 以上の範囲につい

て，対応国際規格では，6 MPa～60 MPa で

あるが，JIS では，3 MPa～30 MPa とした。 

国内独自の運用である。

データの同等性などの確

認を検討する。 

追加 JIS では，引張強さの計算式を追加し，理解

しやすくした。 

技術的差異は，軽微であ

る。 

11 11 追加 JIS では，計算式を追加し，理解しやすくし

た。 

技術的差異は，軽微であ

る。 

12 12 追加 JIS では，計算式を追加し，理解しやすくし

た。 

技術的差異は，軽微であ

る。 

16 16 追加 国内の実態に合わせて対応国際規格で規定

された以外の方法も許容した。 

国内独自の運用である。

必要に応じて，ISO への

提案を検討する。 

20 20 変更 JIS では，細分箇条の構成を変更した。 試験の有効性を除いて

は，技術的差異は，軽微で

ある。 

追加 JIS では，伸び計を用いて測定する場合，破

断後の試験片の突合せで行う場合と同等の

評価とするために，調整を行うことが可能

であることを追加した。また，疑義がある場

合，試験片を突き合わせる方法で検証する

ことを規定した。 

必要に応じて，ISO への

提案を検討する。 

追加 JIS では，試験片の直径又は対辺距離が細い

場合に，クロスヘッドの変位量による測定

を許容した。 

必要に応じて，ISO への

提案を検討する。 

変更 試験の有効性について，対応国際規格では，

破断位置を標点から，原標点距離の 1/3 以上

離れている場合と規定しているが，JIS で

は，1/4 とした。 

国内独自の運用である。 

22 22 変更 JIS では，報告する事項は，受渡当事者間の

協定によって選択することとした。 

技術的差異は，軽微であ

る。 

追加 JIS では，破断伸びの丸めについて追加し

た。 

必要に応じて，ISO への

提案を検討する。 

附属書 A Annex A 変更 JIS では，ソフトウエアによって処理されな

いアナログ信号の出力を推奨事項とした。 

必要に応じて，ISO への

提案を検討する。 

変更 JIS では，データファイルフォーマットの例

は，削除し，データファイルに含めることが

望ましい項目を規定した。 

必要に応じて，ISO への

提案を検討する。 
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  追加 JIS では，最大試験力時全伸びについて，最

大試験力から，あらかじめ指定したパラメ

ータ分増減した試験力の平均値を算出する

方法を許容した。 

必要に応じて，ISO への

提案を検討する。 

附属書 B Annex B 変更 JIS では，試験片平行部の幅許容差及び原断

面積計算時に測定を省略できる幅許容差を

対応国際規格より厳格化した。 

必要に応じて，ISO への

提案を検討する。 

追加 JIS では，試験片の図を追加した。 技術的差異は，軽微であ

る。 

附属書 C Annex C 変更 JIS では，つかみ間の距離の規定を変更した

が，JIS の方が厳格規定となっている。 

必要に応じて，ISO への

提案を検討する。 

変更 JIS では，原断面積の精度を削除したが，本

体規定で，寸法測定精度を規定した。 

技術的差異は，軽微であ

る。 

追加 JIS では，試験片の図を追加した。 技術的差異は，軽微であ

る。 

附属書 D Annex D 変更 JIS では，疑義のある場合の対応条件に，対

応できる試験機を追加し，推奨事項とし，そ

れ以外は，受渡当事者間の協定によること

とした。 

技術的差異は，軽微であ

る。 

追加 JIS では，試験片平行部の径の許容値を追加

した。 

必要に応じて，ISO への

提案を検討する。 

追加 JIS では，試験片の図を追加した。 技術的差異は，軽微であ

る。 

追加 JIS 独自に運用している試験片を追加した。 必要に応じて，ISO への

提案を検討する。 

附属書 E Annex E 追加 JIS の試験片を追加した。 技術的差異は，軽微であ

る。 

追加 JIS では，試験片の原断面積を質量，長さ，

密度から算出する場合，試験片全長にわた

り，断面形状が等しくなければならないこ

とを追加した。 

必要に応じて，ISO への

提案を検討する。 

追加 JIS では，国内で運用している試験片原断面

積の計算に用いる式を追加した。 

必要に応じて，ISO への

提案を検討する。 

変更 JIS では，原断面積の計算に用いる対応国際

規格に規定された高精度式［対応国際規格

の式(E.2)］及び So＝aoboを注記とした。 

必要に応じて，ISO への

提案を検討する。 

－ Annex G 削除 国内では運用されていないため，JIS では，

記載を不採用とした。 

国内独自の運用である。 

－ Annex L 削除 国内では不要として，JIS では，削除した。 参考情報であり，技術的

な影響はない。 

附属書 JA 10.3.2 追加 国内では，応力増加速度に基づいた試験方

法が主に運用されているため，ひずみ速度

に基づいた試験方法は，附属書と位置付け

て規定した。 

技術的差異は，軽微であ

る。 

追加 JIS では，ひずみ速度を計算するための時間

間隔について，伸び計の精度との関係で情

報を注記として追加した。 

必要に応じて，ISO への

提案を検討する。 
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附属書 JC  追加 試験片番号及びその概要を表として追加し

た。 

参考情報であり，技術的

な影響はない。 

注記 1 箇条ごとの評価欄の用語の意味を，次に示す。 

－ 削除：対応国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 

－ 追加：対応国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 

－ 変更：対応国際規格の規定内容又は構成を変更している。 

注記 2 JIS と対応国際規格との対応の程度の全体評価の記号の意味を，次に示す。 

－ MOD：対応国際規格を修正している。 

 


